




はじめに 

  

東広島市社会福祉協議会では、地域福祉を推進する中核団体としての役割を果たすた

め、地域の絆を深めるしくみづくりや地域生活課題の解決に向けた取り組みを住民・各種団

体・行政と協働、連携して積極的に推進しています。 

近年においては、人口減少、少子高齢化、単身世帯の増加、価値観やライフスタイルの変

化による地域住民の関係性の希薄化、家族機能の低下などが社会問題となっており、福祉

の相談現場においても社会的な孤立や貧困、複合的な課題を抱える世帯、８０５０問題、ヤン

グケアラーなど既存の制度やサービスでは解決することが難しいケースが増加しております。 

そのような中、令和元年（２０１９年）から世界的に流行している新型コロナウイルス感染症は、

私たちの生活のあらゆる場面に大きな影響を与えることとなりました。 

こうした状況において、東広島市社協として感染防止や健康管理に十分に対策を講じな

がら、いかに「地域のつながりを絶やさない取り組みをすすめるか」を地域の皆さんと一緒に

考え、取り組んでまいりました。このことは、制度による福祉だけではなく住民同士の見守りや

支え合いが、かけがいのないものであることを改めて確認することとなりました。 

このたび東広島市社協では、第４次地域福祉活動計画（２０２２年度～２０２６年度）を策定

しました。 

今回の計画策定にあたっては、市内４８小学校区、計４９回の「地域懇談会」を開催し、地

域住民の皆様から多くの意見をいただき「５年後の目指すべき地域」について住民の皆様と

共に地域福祉を推進する計画となるよう進めてまいりました。 

また、住民自治協議会、地区社協、民生委員児童委員、サロン世話人、医療福祉専門職、

当事者団体等に参画いただき、それぞれの立場から幅広い視点で計画について意見をいた

だく策定委員会を設置しました。地域懇談会、策定委員会において真剣な議論をいただき

「目指すべき地域」を「かたち」にするため、これまで以上に「住民主体」を重視して作成して

おります。 

皆様には、この計画を手に取っていただき、地域共生社会の実現と目指すべきご自身の地

域づくりを東広島市社協と協働して進めていただければと思います。 

結びに、この計画策定にあたり参画いただきました策定委員会委員をはじめ、地域懇談会

に出席いただきました皆様、そして地域活動等を通じて貴重な意見をいただきました皆様に

厚くお礼を申し上げます。 
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【１】地域福祉活動計画の趣旨 

【【計計画画のの趣趣旨旨】】  

 「地域福祉活動計画」は、市の「地域福祉計画」と連携して、高齢になっても障がいがあっても、

子どもから高齢者まで、誰もがいつまでも安心して暮らし続けることができるまちであるために、

一人ひとり、また地域全体でどのような取り組みが必要かを協議し、住民参加、官民協働で推進 

していくための計画です。 

  

【地域福祉の推進の法的な位置づけ】 

 令和２年(２０２０年)６月に改正され、令和３年(２０２１年)４月から施行された社会福祉法では、

第４条第１項に地域福祉の推進について以下の条文が追加されました。 

 

 

 

 

 

ここでは、地域福祉を推進する際の目指すべき社会像（理念）が新たに明記されています。本計

画においても、この条文にある「地域共生社会の実現」に向けて、計画に基づく取り組みを推進し

ます。 

 

【誰ひとり取り残さない「地域共生社会の実現」に向けて】 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、平成２７年（２０１５年）９月の国連サミットで採択され、令和１

２年（２０３０年）までに達成すべき国際目標です。 

「誰ひとり取り残さない」を基本理念とし、持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するた

めの１７の目標が掲げられています。 

孤立や排除をなくし、誰もが自分らしく社会と関わりながら暮らし続けることができる「福祉のま

ちづくり」と、ＳＤＧｓが目指すものは合致します。誰ひとり取り残さない地域共生社会の実現は、地

域住民や社会福祉活動などを行う主体同士がパートナーシップをもつことで達成すると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞地域福祉の推進（社会福祉法 抜粋） 

 第４条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 
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住住民民のの主主体体的的参参加加  

（（住住民民にによよるる地地域域福福祉祉活活動動））  

【【２２】】地地域域福福祉祉活活動動計計画画のの位位置置づづけけとと計計画画のの期期間間  
 

【【計計画画のの位位置置づづけけ】】  
「地域福祉活動計画」は、本会が地域福祉を推進する民間社会福祉関係者の中核的な役割

を担う組織として住民、当事者、事業所、医療機関、企業などに広く呼びかけ、民間の立場から地

域福祉を具体的にどのように進めていくかを示した行動計画です。 

 この計画を住民の多様なニーズに対応した質の高い事業を展開するものと位置づけ、組織づく

りや安定的な経営基盤の強化にも力を入れ、令和２年度（２０２０年度）に策定した「第３次中期

経営計画」と連携します。 
 

 市では、第３次東広島市地域福祉計画を令和２年度（２０２０年度）に策定されています。地域

福祉計画は、第５次東広島市総合計画が示す基本構想を上位計画とし、高齢者福祉計画、介護

保険事業計画等、福祉の各分野別計画の基盤となる計画です。 

 地域福祉計画では、基本理念や目標が明確化されており、市におけるこれからの地域福祉の

方向性、それに向けた行政としての役割が示されています。 
 

 

＜参考＞関連計画との関係図 
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【【計計画画のの期期間間】】  
 令和４年度(２０２２年度)から令和８年度(２０２６年度)まで(５か年) 

 

市の計画である「第３次地域福祉計画」は、令和２年度(２０２０年度)から令和６年度(２０２４年

度)までの５か年とされています。令和６年度(２０２４年度)が第４次地域福祉計画の策定時期とな

っておりますので、本会の令和４年度(２０２２年度)から令和６年度(２０２４年度)の３か年の取り組

みから見えた成果と課題について共有し、官民協働した取り組みを推進します。 

 

年年度度  
令令和和２２  

（（２２００２２００））  

令令和和３３  

（（２２００２２１１））  

令令和和４４  

（（２２００２２２２））  

令令和和５５  

（（２２００２２３３））  

令令和和６６  

（（２２００２２４４））  

令令和和７７  

（（２２００２２５５））  

令令和和８８  

（（２２００２２６６））  

第第４４次次地地域域福福祉祉

活活動動計計画画  

（（社社協協））  

    
 

中中間間  

見見直直しし  

 

 

第第３３次次地地域域福福祉祉

計計画画（（市市））  
  

 

 
    

 

 

 
＜参考＞官民協働（車の両輪）のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

『地域福祉計画』と『地域福祉活動計画』は、車の両輪の関係にあり、相互に施策を共有し、

連携・協働を図りながら共に地域福祉を推進していきます。  

作成：ローカリズム・ラボ 井岡 仁志 氏 
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『地域福祉計画』と『地域福祉活動計画』は、車の両輪の関係にあり、相互に施策を共有し、

連携・協働を図りながら共に地域福祉を推進していきます。  

作成：ローカリズム・ラボ 井岡 仁志 氏 

  
【【３３】】東東広広島島市市のの現現状状  
  

（（１１））基基本本情情報報（令和３年(２０２１年)３月３１日現在）  

    ① 総人口  １８８,９６９人（男性９４,７６２人 女性 ９４,２０７人） 

       総人口に占める外国人市民の割合：４．０３％（７，６１８人） 

    ② 世帯数  ８７,７１６世帯 

    ③ 高齢化率 ２４.４％ 

 

     【総人口と高齢化率の推移】 

       東広島市は、これまで一貫して人口増加が続いてきました。しかし、わが国全体で進む少子 

高齢社会の進展に伴い、その増加は緩やかなものとなりつつあります。また、生産年齢人口の 

減少及び老年人口の増加に伴い、就労人口の減少や経済規模の縮小、医療・介護・福祉な

どの社会保障関連費用の増大に伴う現役世代の負担増加など、人口減少によってもたらさ

れる様々な課題がさらに顕在化すると予想されています。  

 住民基本台帳を基にした人口推計によると、令和７年(２０２５年)の総人口は、194,700 人

となると見込まれています。団塊の世代が後期高齢者となる令和７年（２０２５年）には、高齢

者人口が４７,０００人、高齢化率は２５.２％に達し、その後も令和２２年（２０４０年）にかけて高

齢化がより一層進むことが見込まれています。 
  

  

  

（（２２））地地域域特特性性  

 東広島市は、広島県の中心に位置し、ＪＲ山陽本線や呉線、山陽自動車道、東広島・呉道路、

国道２号、山陽新幹線などの主要な交通基盤に加え、広島空港にも近接する利便性の良い立

地環境を生かした産業や研究機関等の拠点が集積しています。さらに、市内には４つの大学

（広島大学、近畿大学工学部、広島国際大学、エリザベト音楽大学）が立地し、多くの学生が

学びを深めるとともにボランティア活動等の地域活動にも積極的に取り組んでいます。また、ＪＩ

ＣＡ（独立行政法人国際協力機構）が立地し、研究者や留学生、技能実習生など外国人も多

く居住していることも大きな特性です。 

このような特性は、市中心地域の人口増加につながり、市全体は人口の増加が続いていま

すが、一方で周辺地域は少子高齢化が進行し、地域におけるコミュニティの維持をはじめ、買

い物、医療、交通など基礎的な生活機能の維持が必要になっており、中心地域の都市化と周

辺地域の過疎高齢化という二極化現象が生じています。 

  まちづくりにおいては、小学校区単位（旧小学校区単位含む。）の住民自治協議会（４８団

体）が組織化され、行政と市民が協働してまちづくりを行う「市民協働のまちづくり」を推進し

ています。また、分野別にも、防災・防犯をはじめ、教育・福祉・環境問題など幅広いテーマにお

いて、ＮＰＯや各種の協議会等が設立され、活発な活動が展開されています。 
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（（３３））地地域域別別のの状状況況  

    ◆地域別の人口と世帯数の状況 

福福富富地地域域  
人口      ２，２８８人 
世帯      １，０３３世帯 
高齢化率    ４２．６％ 
人口増減率△22.6％ 

豊豊栄栄地地域域  
人口      ３，０６１人 
世帯      １，５１６世帯 
高齢化率    ４８．９％ 
人口増減率△３１．８％ 
 

福福富富地地域域  

人口 2,288人 

世帯 1,033世帯 
高齢化率 

河河内内地地域域  
人口     ５，４８２人 
世帯     ２，５４２世帯 
高齢化率   ４２．８％ 
人口増減率△１５.２％ 
 

志志和和地地域域  
人口      ６，４７４人 
世帯      ３，１７２世帯 
高齢化率    ４２．７％ 
人口増減率△２０.０％ 
 

八八本本松松地地域域  
人口    ２９，４６７人 
世帯    １３，４７５世帯 
高齢化率   ２３．９％ 
人口増減率   ８.１％ 
 

高高屋屋地地域域  
人口    ３０，２７５人 
世帯    １２，７０６世帯 
高齢化率   ２６．７％ 
人口増減率△ 2.１％ 
 

安安芸芸津津地地域域  
人口      ９，０８１人 
世帯      ４，３３２世帯 
高齢化率   ４３．６％ 
人口増減率△2５.３％ 
 

黒黒瀬瀬地地域域  
人口    ２２，１６８人 
世帯    １０，３７４世帯 
高齢化率   ３２．３％ 
人口増減率△ ７.９％ 
 

西西条条地地域域  
人口    ８０，６７３人 
世帯    ３８，５６６世帯 
高齢化率   １５．２％ 
人口増減率  2９.6％ 
 

【資料】東広島市地区別人口・世帯数及び異動者数・東広島市年齢別人口表 

（令和３年３月３１日現在） 

※人口増減率は令和２年国勢調査の人口÷平成１７年国勢調査の人口で算出しています 
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【資料】東広島市地区別人口・世帯数及び異動者数・東広島市年齢別人口表 
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【【４４】】地地域域福福祉祉施施策策ををめめぐぐるる国国等等のの動動きき  
  

（（１１））社社会会福福祉祉法法及及びび関関係係法法令令のの一一部部改改正正  

       平成２８年（２０１６年）６月「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定され、「地域共生社

会の実現」が国の施策として盛り込まれ、支え手と受け手が常に固定しているのではなく、

皆が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍できる「我が事・丸ごとの地域共生社会

づくり」がすすめられることとなりました。 

       そして、平成３０年（２０１８年）４月に施行された社会福祉法１０６条の３第１項１～３号に

おいて、地域共生社会の実現における政策理念を実現するための包括的な支援体制の整

備に向けた具体的方策が示されました。また、令和３年（２０２１年）４月に施行された社会

福祉法１０６条の４では、包括的な支援体制の整備を自治体が一体的に取り組むための具

体的事業（重層的支援体制整備事業）が示されました。  

 

（（２２））全全国国社社会会福福祉祉協協議議会会のの動動きき  

       全社協においては、平成２９年（２０１７年）５月、「社協・生活支援活動強化方針（第２次

アクションプラン）」を策定し、地域共生社会の実現に向けて各社協で今後強化すべき取り

組みについて、「あらゆる生活課題への対応」、「地域のつながりの再構築」を強化方針の

柱とし、実現に向けて強化すべき行動として「アウトリーチの徹底」、「相談・支援体制の強

化」、「地域づくりのための活動基盤整備」、「行政とのパートナーシップ」が示されました。 

       また、令和２年（２０２０年）２月、私たち社会福祉協議会をはじめ、社会福祉法人、福祉施

設、民生委員児童委員等の社会福祉組織・関係者が、令和２２年（２０４０年）に向けて主

体的に取り組むべき方向性を示す羅針盤として「全社協・福祉ビジョン２０２０～ともに生き

る豊かな地域社会の実現をめざして～」を策定されました。 

 

（（３３））東東広広島島市市のの動動きき  

        東広島市においては、令和２年（２０２０年）３月、福祉分野の各個別計画の基盤となる計

画として、地域共生社会の実現を目指すための方策を示した「第３次東広島市地域福祉

計画」を策定されました。 

        第３次東広島市地域福祉計画においては、目指す地域福祉の理念を「みんなで考え、助

け合い、誰もが人生を輝かせることができるまち」としています。この基本理念の実現に向

けて、「地域の人づくり」、「地域のつながりづくり」、「地域福祉活動を支える環境づくり」、

「必要とする人が必要な支援を受けられる仕組みづくり」の４つの基本目標を掲げ、住民、

住民自治協議会、社会福祉協議会、関係団体等の多様な主体と行政が問題意識を共有

しながら連携し、お互いに助け合い支え合うことで、日常の課題を解決する力（＝“地域の

福祉力”）が高まることが期待されています。 

        また、誰一人取り残さない地域共生社会の実現を目指し、地域における人と人とのつな

がりの大切さを再確認し、お互いを支え合うことができる地域を、多分野の協働によって持

続発展させるための理念を市民と共有することを目的に、令和３年（２０２１年）３月に、「東

広島市地域共生社会の形成を図るための施策の推進に関する条例」（通称：ぐるマル条

例）が制定されました。 
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【５】地域福祉活動計画策定の体制 

  

 
次の体制で計画策定を行いました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策 定 委 員 会  
 

・住民自治協議会や地区社協、当事者

団体、子育て団体、青年会議所、行政な

ど幅広い分野の方々で構成 

・地域福祉やまちづくりの活動への思い

や今後の地域の姿について話し合い、

計画を策定する 

作 業 部 会  
 
・社協職員で構成するワ

ーキングチーム 

・住民の声や意見をまと

め、策定委員会で検討す

るため案を練る 

分析・検討 

計画案の検討 
策定進行管理 

東広島市社会福祉協議会 

理  事  会 
（計画の協議・執行） 

評 議 員 会 

 

地域懇談会（４８小学校区 ４９回 ７３２人） 
 

  計画策定にあたり、各小学校区での地域懇談会を開催。 
 

  地域懇談会参加者：住民自治協議会、地区社協、地域サロン、民生委員児童委員、 

ＰＴＡ、当事者、社会福祉法人、事業所、企業、行政職員等 
 

 

住民の声を反映 

提案・承認 

東広島市 

連 

携 提案・承認 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9
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【１】第３次地域福祉活動計画の評価 
 
 第３次地域福祉活動計画（平成 29 年度～令和 3 年度）では、「我が事・丸ごと地域共生社会の

実現を目指して」を基本理念とし、地域住民、関係団体、行政等との連携・協働の下、５つの基本

目標を柱とした事業展開を行ってきました。 

 特に、日常生活圏域では、地域包括ケアシステムの推進を目的とした協議体の設置や地域課題

の把握、福祉・医療関係に留まらない幅広いネットワークの構築、地域特性を生かした新たな活動

づくりに重点を置いて取り組みました。中でも、生活支援コーディネーターは、新型コロナウィルス

感染症の拡大により困難となった地域での繋がりや地域福祉活動の維持、あらゆる世代での孤

立問題などに積極的に取り組んできました。 

 また、平成３０年７月豪雨災害では、本会の多様なネットワークとボランティアセンター機能を活か

した災害ボランティアセンターの設置・運営や、早期生活再建に向けた被災者に寄り添う支援を行

い、その経験は、以後の災害支援にも生かすことができました。 

 生活困窮者支援では、市からの委託を受けて、生活支援センターを運営し、生活全般に関わる相

談や家計支援、就労支援、子どもの学習支援等の継続した個別支援を行いながら、個別の課題を

地域支援へつなげる連携支援体制づくりにも努めました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 介護保険等の事業においては、利用者や利用者家族に対し安心・安全かつ安定した支援を行う

ことを目的に、災害や感染症等の非常時の支援体制の構築にも努めましたが、次期計画ではＢＣ

Ｐ（業務継続計画）の策定、急速に進む高齢化に対応する事業所運営基盤の強化に取り組む必

要があります。 

さらに、法人全体では、補助・委託事業などを含めた本会が実施する全事業の着実かつ効果

的な実施を図るため、働き方改革への対応やＰＤＣＡサイクルの手法の定着、ＩＣＴの活用等にも着

手しました。 

 その一方で、豪雨災害や新型コロナウィルス感染症への対応により、予定していた事業等の実施

を見送らざるを得ない状況もありました。 

 

こうした社会情勢や社会福祉法の改正を踏まえ、第４次地域福祉活動計画の策定においては、

コロナ禍での地域福祉活動の在り方や住民相互のつながりの維持を基本に、これまで各日常生

活圏域で取り組んできた高齢者中心の「地域包括ケア体制」の構築を基盤に、その対象を障がい

者や子ども、地域の複合課題にも広げた「包括的な支援体制」の構築を目指していきます。 

包括的な支援体制の構築に向けて住民や各種関係団体、行政等と共に考え、連携・協働した

事業の実践に取り組み、さらに強化していきます。 

【第３次地域福祉活動計画における基本目標】 

① 場づくり（社会的課題解決に向けた重層的な協議の場の構築） 

② 活動づくり（住民活動拠点発の生活支援の推進） 

③ 人づくり（次世代の人財育成及び住民福祉教育の推進） 

④ つながりづくり（医療・介護・地域の連携、体制づくりの推進） 

⑤ 安心づくり（権利擁護の推進と包括的相談支援ネットワークの構築） 
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【１】第３次地域福祉活動計画の評価 
 
 第３次地域福祉活動計画（平成 29 年度～令和 3 年度）では、「我が事・丸ごと地域共生社会の

実現を目指して」を基本理念とし、地域住民、関係団体、行政等との連携・協働の下、５つの基本

目標を柱とした事業展開を行ってきました。 

 特に、日常生活圏域では、地域包括ケアシステムの推進を目的とした協議体の設置や地域課題

の把握、福祉・医療関係に留まらない幅広いネットワークの構築、地域特性を生かした新たな活動

づくりに重点を置いて取り組みました。中でも、生活支援コーディネーターは、新型コロナウィルス

感染症の拡大により困難となった地域での繋がりや地域福祉活動の維持、あらゆる世代での孤

立問題などに積極的に取り組んできました。 

 また、平成３０年７月豪雨災害では、本会の多様なネットワークとボランティアセンター機能を活か

した災害ボランティアセンターの設置・運営や、早期生活再建に向けた被災者に寄り添う支援を行

い、その経験は、以後の災害支援にも生かすことができました。 

 生活困窮者支援では、市からの委託を受けて、生活支援センターを運営し、生活全般に関わる相

談や家計支援、就労支援、子どもの学習支援等の継続した個別支援を行いながら、個別の課題を

地域支援へつなげる連携支援体制づくりにも努めました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 介護保険等の事業においては、利用者や利用者家族に対し安心・安全かつ安定した支援を行う

ことを目的に、災害や感染症等の非常時の支援体制の構築にも努めましたが、次期計画ではＢＣ

Ｐ（業務継続計画）の策定、急速に進む高齢化に対応する事業所運営基盤の強化に取り組む必

要があります。 

さらに、法人全体では、補助・委託事業などを含めた本会が実施する全事業の着実かつ効果

的な実施を図るため、働き方改革への対応やＰＤＣＡサイクルの手法の定着、ＩＣＴの活用等にも着

手しました。 

 その一方で、豪雨災害や新型コロナウィルス感染症への対応により、予定していた事業等の実施

を見送らざるを得ない状況もありました。 

 

こうした社会情勢や社会福祉法の改正を踏まえ、第４次地域福祉活動計画の策定においては、

コロナ禍での地域福祉活動の在り方や住民相互のつながりの維持を基本に、これまで各日常生

活圏域で取り組んできた高齢者中心の「地域包括ケア体制」の構築を基盤に、その対象を障がい

者や子ども、地域の複合課題にも広げた「包括的な支援体制」の構築を目指していきます。 

包括的な支援体制の構築に向けて住民や各種関係団体、行政等と共に考え、連携・協働した

事業の実践に取り組み、さらに強化していきます。 

【第３次地域福祉活動計画における基本目標】 

① 場づくり（社会的課題解決に向けた重層的な協議の場の構築） 

② 活動づくり（住民活動拠点発の生活支援の推進） 

③ 人づくり（次世代の人財育成及び住民福祉教育の推進） 

④ つながりづくり（医療・介護・地域の連携、体制づくりの推進） 

⑤ 安心づくり（権利擁護の推進と包括的相談支援ネットワークの構築） 
 

10 圏域ごとの地域状況・課題の見える化 

■■地地域域アアセセススメメンントトシシーートト  
 ①組織・活動の状況 
 ②話し合いの場の状況 
 ⇒市域・日常生活圏域・自治会域ごとに洗い出し 

日常生活圏域（10 圏域） 
西条北・西条南・八本松・志和・高屋 

黒瀬・福富・豊栄・河内・安芸津 
 

活動状況、課題、生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの関わ
り、見立て 等 
 

【２】地域アセスメントから見えてきたもの 
  

 令和２年度には、地域課題の見える化と、地域福祉活動計画の取り組み方針を検討することを目

的に日常生活圏域（１０圏域）ごとに地域アセスメントを実施しました。 

  

■アアセセススメメンントトシシーートトにによよるる地地域域状状況況・・課課題題のの見見ええるる化化 

 包括的な支援体制の構築に向けた取り組みを進めるためには、生活支援コーディネーターが把

握する地域資源や課題、組織・活動・協議の場について、全ての日常生活圏域を同じ基準で現状

把握する必要がありました。 

 そのために、まず、共通のアセスメントシートを作成し、自治会域・小学校区域・日常生活圏域（町

域）の３つのエリアに、どのような組織・団体、活動、話し合いの場があるか、また、活動状況や課題、

本会の関わり・見立てを記入することで、自治会域から町域まで地域の状況・課題を重層的に「見

える化」しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域アセスメントの実施により見えてきた３つのエリア（自治会域・小学校区域・日常生活圏域）

の主な共通課題は、次のとおり。 

【【自自治治会会域域】】 

 ○自治会域は、小地域福祉活動の基盤であるサロンでの気づきから、配食活動や送迎などの助

け合い活動等の広がりが生まれることも多いが、同時に代表者の高齢化や担い手不足の課

題も進行しており、活動を長く維持・継続していくことが難しい。 

 ○自治会域には、自治会役員、サロン、民生委員、見守りサポーター等、見守り活動を推進する人

の活動等を通じて発見された課題（気づき）を共有し、みんなで話し合う場づくりを支援する

必要がある。 

 ○活動に参加したくても出来ない人や自治会組織の無い地域に暮らす人、外国人や高齢等の理

由により自治会に加入していないために孤立する人等に対する支援方法も検討する必要が

ある。 

○生活支援コーディネーターは、サロンや通いの場等のない自治会へは、訪問するきっかけがな

いためアプローチが出来ていない。 
  

地域アセスメントシートにより 
組織・活動・話し合いの場を重層的に見える化 
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【【小小学学校校区区】】  

 ○地区社協や住民自治協議会福祉部は、住民主体の「地域福祉推進基礎組織」として重要な

組織だが、本会としての支援の在り方が明確になっていないため、地域の生活課題を協議す

る場としての機能が弱い。 

 ○自治会域等の小地域では解決できない課題を、地区社協または住民自治協議会福祉部等と

共有する仕組みや解決に向けた協議を行う場を構築していくことが必要。 

  

【【日日常常生生活活圏圏域域（（町町域域））】】  

 ○生活支援コーディネーターが主導する２層協議体が協議の場として機能していないため、日常

生活圏域における課題を深め、新たな活動を生み出す場になっていない。（自治会域や小学

校区域の組織、活動支援を踏まえたニーズ把握、アセスメントが不十分なため、課題がボトム

アップで上がらないことが要因。） 

○専門職のネットワークを構築し、地域課題に対して住民と専門職とが共に協議する場づくりが

必要。 

 

■■日日常常生生活活圏圏域域ごごととののヒヒアアリリンンググにによよるる地地域域状状況況・・課課題題のの共共有有  

 １０の圏域ごとにまとめられたアセスメントシートをもとに、圏域を担当する生活支援コーディネー

ターと各支所長、関係職員に加え、市の関係課職員等が集まるヒアリングを行い、職員間で確認・

共有を進めました。 

 確認作業では特に、組織・活動・話し合いの場が各圏域で、どの程度つながりの中で機能し、住

民の生活課題を漏れなく受け止められているかという視点で進めました。 

 

 

  

 

 

 

 
 

ヒアリングにより、担当する地域を俯瞰的に見つめ、新たな気づきや取り組みの到達点、今後の

方向性を確認することができました。 

 圏域ヒアリングの様子（高屋） 圏域ヒアリングの様子（黒瀬） 

【ヒアリングで挙がった職員の気づき】 

 ○地域の活動基盤づくりに向けて、地区社協や住民自治協議会福祉部など、住民活動の中核

となる組織への支援強化が必要 

 ○地域には、ひきこもり、生活困窮などの課題が潜在しており、民生委員児童委員や地域活動

者の気づきを受け止め、困りごとを発見しやすい地域づくりが必要 

 ○高齢者だけでなく分野を横断した取り組みへの働きかけが必要   など 
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【【小小学学校校区区】】  

 ○地区社協や住民自治協議会福祉部は、住民主体の「地域福祉推進基礎組織」として重要な

組織だが、本会としての支援の在り方が明確になっていないため、地域の生活課題を協議す

る場としての機能が弱い。 

 ○自治会域等の小地域では解決できない課題を、地区社協または住民自治協議会福祉部等と

共有する仕組みや解決に向けた協議を行う場を構築していくことが必要。 

  

【【日日常常生生活活圏圏域域（（町町域域））】】  

 ○生活支援コーディネーターが主導する２層協議体が協議の場として機能していないため、日常

生活圏域における課題を深め、新たな活動を生み出す場になっていない。（自治会域や小学

校区域の組織、活動支援を踏まえたニーズ把握、アセスメントが不十分なため、課題がボトム

アップで上がらないことが要因。） 

○専門職のネットワークを構築し、地域課題に対して住民と専門職とが共に協議する場づくりが

必要。 

 

■■日日常常生生活活圏圏域域ごごととののヒヒアアリリンンググにによよるる地地域域状状況況・・課課題題のの共共有有  

 １０の圏域ごとにまとめられたアセスメントシートをもとに、圏域を担当する生活支援コーディネー

ターと各支所長、関係職員に加え、市の関係課職員等が集まるヒアリングを行い、職員間で確認・

共有を進めました。 

 確認作業では特に、組織・活動・話し合いの場が各圏域で、どの程度つながりの中で機能し、住

民の生活課題を漏れなく受け止められているかという視点で進めました。 

 

 

  

 

 

 

 
 

ヒアリングにより、担当する地域を俯瞰的に見つめ、新たな気づきや取り組みの到達点、今後の

方向性を確認することができました。 

 圏域ヒアリングの様子（高屋） 圏域ヒアリングの様子（黒瀬） 

【ヒアリングで挙がった職員の気づき】 

 ○地域の活動基盤づくりに向けて、地区社協や住民自治協議会福祉部など、住民活動の中核

となる組織への支援強化が必要 

 ○地域には、ひきこもり、生活困窮などの課題が潜在しており、民生委員児童委員や地域活動

者の気づきを受け止め、困りごとを発見しやすい地域づくりが必要 

 ○高齢者だけでなく分野を横断した取り組みへの働きかけが必要   など 

 

【３】地域懇談会から見えてきたもの 
 

 地域アセスメントと圏域ヒアリングで把握した地域の現状と課題は、本会の視点で取りまとめたも

のです。地域福祉活動計画は、本会と住民の皆様とが一体となって福祉のまちづくりを推進するた

めの活動計画であるため、次に、住民の視点での地域の現状把握を行うことを目的に、４８小学校

区（自治協単位）計４９回の地域懇談会を開催しました。 

 

【【地地域域懇懇談談会会のの開開催催】】  

 計画策定にあたり、各小学校区での地域懇談会を次のとおり開催し「５年後の目指すべき地域」

について共有しました。 

懇談会参加者は、各日常生活圏域の特性を生かした構成にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜地域懇談会参加者の属性＞ 

 

 

  

  

【【地地域域懇懇談談会会のの流流れれ】】  

 約２時間の中で、地域の良いところ（強み）、気になること（課題）、５年後のビジョン、地域にでき

ること、自分たちが取り組めること等についてグループワーク形式で話し合い、各小学校区域にお

ける地域の現状の共有を行いました。 

 

 

 

 

 

 

日常生活圏域 参加者数 開催数 

西 条 北 １０１人 ６回 

西 条 南 １０３人 ６回 

八 本 松   ８５人 ５回 

志   和   ４７人 ３回 

高   屋   ８２人 ５回 

黒   瀬   ８３人 ６回 

福   富   ４１人 ３回 

豊   栄   ７２人 ６回 

河   内   ４７人 ３回 

安 芸 津   ７１人 ６回 

合 計 ７３２人 ４９回 

住民自治協議会（福祉部）、地区社協、地域サロン、民生委員児童委員、ＰＴＡ、当事者、行政

職員、社会福祉法人、事業所、企業 など 
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【【地地域域懇懇談談会会でで出出たた課課題題】】  

 各圏域のまとめは、「１０圏域４８小学校区の声」に記載していますが、全域の課題を集約すると、

次のような結果となりました。 

 

  １．地域の環境等・・・２７.６％ 

  ２．高齢者問題・担い手等・・・２１.７％  

  ３．交流やつながり・・・１８.３％ 

  ４．交通手段・移動手段・・・１５.６％ 

  ５．居場所・集う場所・・・５.８％ 

  ６．地域行事やイベント・・・３.８％ 

  ７．世帯個人や自分・引きこもり等・・・１.７％ 

  ８．医療機関等・・・０.９％ 

  ９．制度やサービス・・・０.７％ 

  10．就労やお金・・・０.３％ 

    

  

課題として最も意見が多かった「地域の環境等」には、子どもの通学路の問題や公園の整備、

耕作放棄地・空き家の増加、買い物する商店が無い等の周辺環境等に対する問題が含まれます。

次に多かった、「高齢者問題・担い手等」は、地域住民の高齢化に伴う諸問題や次代の担い手不

足に伴う地域活動の衰退等の課題です。 

３番目の「交流やつながり」は、特にコロナ禍ということもあり、住民相互のつながりの維持・継

続についての不安が地域課題として表出したものに加え、自治会未加入世帯や外国人居住者と

の交流問題、中心部では特に、近隣住民相互のつながりの無さ等に対する問題意識も多く挙がり、

『あらゆる世代の孤立の問題』として浮上しています。 

この２番目・３番目と関連した課題が、６番目の「地域行事やイベント」です。高齢化や担い手不

足による維持・継続の困難さに加え、コロナ禍での地域活動の停止や自粛が、地域での多世代交

流やつながりを阻害している現状が伺えました。 

４番目の「交通手段・移動手段」の問題は、免許返納後の移動手段確保の意見が大半を占め、

地域公共交通の柔軟な運用を求める声もありました。 

５番目の「居場所・集う場所」は、ハードとしての場所が無いという意見もありましたが、居場所

の必要性を地域課題として捉えた意見もありました。 

この他、少数意見ではありますが、引きこもり等の世帯に対する課題や、困窮世帯に対する就労

等についての問題意識を持っておられることも分かりました。 

 

 

 

 

 

 



【【地地域域懇懇談談会会でで出出たた課課題題】】  

 各圏域のまとめは、「１０圏域４８小学校区の声」に記載していますが、全域の課題を集約すると、

次のような結果となりました。 

 

  １．地域の環境等・・・２７.６％ 

  ２．高齢者問題・担い手等・・・２１.７％  

  ３．交流やつながり・・・１８.３％ 

  ４．交通手段・移動手段・・・１５.６％ 

  ５．居場所・集う場所・・・５.８％ 

  ６．地域行事やイベント・・・３.８％ 

  ７．世帯個人や自分・引きこもり等・・・１.７％ 

  ８．医療機関等・・・０.９％ 

  ９．制度やサービス・・・０.７％ 

  10．就労やお金・・・０.３％ 

    

  

課題として最も意見が多かった「地域の環境等」には、子どもの通学路の問題や公園の整備、

耕作放棄地・空き家の増加、買い物する商店が無い等の周辺環境等に対する問題が含まれます。

次に多かった、「高齢者問題・担い手等」は、地域住民の高齢化に伴う諸問題や次代の担い手不

足に伴う地域活動の衰退等の課題です。 

３番目の「交流やつながり」は、特にコロナ禍ということもあり、住民相互のつながりの維持・継

続についての不安が地域課題として表出したものに加え、自治会未加入世帯や外国人居住者と

の交流問題、中心部では特に、近隣住民相互のつながりの無さ等に対する問題意識も多く挙がり、

『あらゆる世代の孤立の問題』として浮上しています。 

この２番目・３番目と関連した課題が、６番目の「地域行事やイベント」です。高齢化や担い手不

足による維持・継続の困難さに加え、コロナ禍での地域活動の停止や自粛が、地域での多世代交

流やつながりを阻害している現状が伺えました。 

４番目の「交通手段・移動手段」の問題は、免許返納後の移動手段確保の意見が大半を占め、

地域公共交通の柔軟な運用を求める声もありました。 

５番目の「居場所・集う場所」は、ハードとしての場所が無いという意見もありましたが、居場所

の必要性を地域課題として捉えた意見もありました。 

この他、少数意見ではありますが、引きこもり等の世帯に対する課題や、困窮世帯に対する就労

等についての問題意識を持っておられることも分かりました。 
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第３次地域福祉活動計画の基本理念「我が事・丸ごと地域共生社会の実現を目指して」

の取り組みを継承し、第４次地域福祉活動計画では、さらに多くの住民や専門職等が参加す

る「地域共生社会の実現」に向けた具体的な取り組みを推進していきます。 

基本理念で目指す姿は、日々の地域活動での「つながり」から何気ない変化や困りごと

に「気づき」、その気づきから住民や専門職・行政等が協働して「支え合う」仕組みを作り、 

誰ひとり取り残さない地域共生社会の実現に向けて「みんなが主役」となれる地域です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
つつななががりり  気気づづきき  支支ええ合合うう  

みみんんなながが主主役役のの地地域域をを目目指指ししてて  

【１】基本理念 

「地域共生社会の実現」に向けた３つの要素 

気づく 
■サロンや通いの場で気づく 

■日々の見守りや何気ない会話から

気づく 

■気づきを相談しやすい、困りごとを

受け止められる地域づくり 

つながる 
■活動に参加してつながる 

■住民と専門職とがつながる 

■気づいた課題や地域の未来を 

みんなで話し合う場からつながる 

支え合う 
■住民同士のつながりで支え合う 

■お互いの活動を支え合うネットワー

クをつくる 

■住民と専門職、多様な組織が支え

合い、地域に必要な活動や居場所

をつくる 
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前章の地域の現状と課題把握に対する取り組みを経て、次期計画における地域福祉活動の推

進について、３つのエリア（自治会域・小学校区域・日常生活圏域）が地域の生活課題解決に向

け重層的な関わりが出来るよう実践していきます。さらに、市や関係機関との連携・協働した取り組

みの推進によって、包括的な支援体制の構築を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

●●包包括括的的支支援援体体制制のの構構築築にに向向けけたた各各圏圏域域のの役役割割  
【【自自治治会会域域】】  

班や区・常会等、日頃から顔を合わせやすい身近な圏域において、お互いを気にかけ、見守りやちょ

っとした支え合い活動を行える「自治会域のネットワークづくり」を推進する圏域。 

【【小小学学校校区区域域】】  

自治会域では対応が難しい生活課題を、小学校区域で活動している組織や団体、専門職等が共

有・協議し、新たな資源開発を推進する圏域。 

【【日日常常生生活活圏圏域域】】  

課題解決に向けた多職種連携を推進するため、社会福祉法人や事業所、医療機関等、多機関の専

門職とのネットワークを構築する圏域。 

【【市市域域】】  

自治会域から日常生活圏域までで発見された生活課題を集約し、市域全体で進めるべき方向性を

官民で協議し、専門職が分野を超えて課題解決のために協働する圏域。 

<参考>地域生活課題の解決に向けた包括的な支援体制の構築のイメージ図 

【２】地域福祉活動計画で目指すもの 
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支え合い活動（生活の困りごとの助け合い）

見守り活動（お互いに気にかけ合う地域）

居場所づくり（誰もが参加できるサロン・通いの場等）

圏域および
圏域の機能

自治会域
(区・班・近隣)

日常の暮らし
の圏域での課
題の早期発見，
SOSを出しや

すい地域づく
り

小学校区域
身近な圏域で
の住民同士，
住民と専門職
のネットワー
ク，課題化・
資源開発

日常生活圏域
分野別の専門
職や地域の法
人・事業所の協
同，官民協働の
地域生活課題
への方針検討

市域
地域生活課題
への総合調整，
政策化・計画
化

地区民生委員児童
委員協議会

サロン世話人

地域関係者ネッ
トワーク協議会
（全世代対象の
２層協議体）

生活支援体制整備推進協議会
（ネットワーク協議会の代表者会議）

社会福祉施設
連絡協議会

権利擁護センター
運営委員会

地域　 共生推進本部
本部会議・　 課長会議・ワーキング会議

全庁的　 な政策推進体制 専門的な相談支援体制官民の協働体制（計画推進）
地域福祉推進協議会（地域福祉計画）

HOTけん
ステーション
（市と社協による包

括的な相談・調整）

地域福祉活動計画評価委員会
（地域福祉活動計画）

コアネットワーク会議
（行政・専門職の地区担当制と

チーム支援）
地域共　 生推進課，教育委員会，はあとふる，
生活支　 援センター，地域包括支援センター，
支所保　 健師，医療保健課保健師，こども家庭
課保健　 師，社協CSW・生活支援CO

地域懇談会
（多様な人や組織の交流・協議の場）

住民自治協議会・地区社会福祉協議会
当事者団体・PTA・NPO・大学・ボラン
ティア団体・施設法人・事業所 等

地域自治
振興

学校教育・
社会教育

保健・医療
介護・福祉

生活基盤

地区社協役員会

住民自治協議会役員会

住民の活動拠点や
多様な居場所づくり
（ケア・ニーズ把握）

見守りサポーター

自治会域のネットワークづくり
（困りごとを発見・解決しやすい地域づくり）

自治会・サロン・子ども会・民生児童委
員・見守りサポーター・老人クラブ等

幅広い住民参加

交流促進・孤立防止の３大活動の普及約930
地区

４８か所

１０圏域

地域を基盤とした包括的な支援体制構想図

巡回型HOTけんステーション
（多職種のなんでも相談会）

分野別相談支援機関
地域包括支援センター（高齢）
はあとふる（障害・児童）
すくすくサポート（子ども子育て）
生活支援センター（生活困窮）
医療機関（医療）

当事者団体

2層域の協議群

医療機関 商工会

老
人
会 つながる交流会

（多職種連携・協議の場）
施設法人・事業所・医療機関・
NPO・企業 等

・・

＜構想図の見方＞
・黒枠太字・・・包括的な
支援体制を構築するうえ
で重要な要素となるもの

・黄色網掛け・・・地域住
民の参加により実施する
事業

・オレンジ枠・・・地域福祉
の推進における主要な取
組み
・点線枠・・・設置に向けて
今後検討していくもの
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第４次地域福祉活動計画の策定においては、生活の主体である住民が参画した「包括的な支

援体制の構築」を目指す計画とするため、住民自治協議会や地区社協、当事者・子育て団体、医

療・福祉の専門職、行政など幅広い分野の方々で構成した策定委員会で協議いただきました。  

地域懇談会等で把握した地域課題と策定委員会の意見、そして本会職員の思いを取りまとめ、

計画の柱となる「５つの推進目標」を基本に、目標達成に向けて取り組むべき「２１の活動項目」

と「３２の活動事業」を定めたものが次の体系図です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【推進目標１】 

自治会域における住民主体の 
ふくしのつながりづくりの推進 

(1)自治会域の人や組織のつながりづくり★ 
①状況把握と分析 
②自治会域でのネットワークづくりの推進 

(2)暮らしに身近な圏域でのサロン・見守り・助け合い活動の
推進 
①すべての住民参加によるふくし活動の推進 

(3)みんなで話し合い、専門職も参加した場づくり 
①地域の生活課題を協議するための住民と専門職の協議の 
場づくり 

【推進目標２】 

小学校区域における多様な人
や組織のネットワークづくり
の推進 

(4)住民の活動拠点や誰もが集える居場所づくり 
①対象を限定しない多世代交流の居場所づくりの推進 

【３】第４次地域福祉活動計画の体系図 

推推進進目目標標  活活動動項項目目・・活活動動事事業業  ★：重点活動項目 

(1)住民自治協や地区社協の運営支援・活動支援★ 
①自治協や地区社協と小学校区の地域団体・関係団体との 
連携 

(2)地域懇談会の継続によるネットワークの拡大★ 
①多様な組織・団体・活動者とのネットワークや協議の場 
づくりの推進 

(3)住民、社会福祉法人、専門職等との協働 
①地域課題解決に向けた住民と専門職との連携支援 

(5)コロナ禍におけるつながりの希薄化や孤立対策 
①独りにしない多様なつながりづくりの推進 

 

【
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念
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【【推進目標３】 

あらゆる世代が社会参加を通
して役割や生きがいを持って
暮らせる地域づくりの推進 

(1)ボランティアセンター機能の強化★ 
①ボランティアセンター機能の情報発信 
②市、大学、社協のボランティアセンターの連携 
③各分野のボランティア団体・NPO 等との連携と支援 

(2)住民参加による福祉教育・地域共生学習の推進 
①学校・地域連携による福祉教育の推進 
②学びと活動の場の提供による地域共生学習の推進 
③地域とつながる熟年大学事業の展開 

(3)当事者同士の支え合いの場づくり・グループ支援 
①当事者や団体間のネットワークづくり 

(4)コミュニティやネットワークを基盤にした被災者生活支援 
①災害に備えた支援体制づくりの推進 
②災害時を見据えた多機関ネットワークの構築 

 

【推進目標４】 

地域を基盤にした総合相談支
援の充実 

(1)社協の総合相談支援の強化★ 
①住民に寄り添う総合相談支援体制の推進 
②気軽に相談できる体制づくり 

(2)課題解決に向けた多職種連携の推進と行政との協働 
①コアネットワーク会議の機能強化 
②権利擁護のための法的専門機関とのネットワークづくり 

 

(3)社会福祉法人や事業所、医療機関等とのネットワーク強化★ 
①社会福祉法人の地域における公益的な取り組みの推進・ 
支援 
②専門職同士のつながりづくり 

【推進目標５】 

地域共生社会の実現に向けた 
社協の基盤強化 

  活動項目・活動事業 推進目標 ★：重点活動項目 

 

【
基
本
理
念
】   

つ
な
が
り 

気
づ
き 

支
え
合
う 

み
ん
な
が
主
役
の
地
域
を
目
指
し
て 

(4)民生委員児童委員活動、見守りサポーター等への支援★ 
①地域住民の身近な相談者への支援体制整備 

(1)地域福祉活動計画の計画的推進 
①進捗状況の確認と評価の実施（CAPD サイクル） 

(3)民間財源の強化と助成金の在り方検討 
①地域生活課題解決のための財源の確保 

 
 
(4)社協ガバナンスとしての理事会・評議員会の協議機能強化 

①「協議会」としての機能強化と職員との交流の場づくり 

(2)あらゆる世代に届く情報発信の機能強化★ 
①世代に合わせた情報発信 
②オンラインや ICT を活用した社協活動の発信 

 

(5)事務局内連携を推進する話し合いの場づくり★ 
①全課参加型の会議の推進 
②事務局内連携の体制づくり 
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【【４４】】推推進進目目標標  
  

  
自自治治会会域域ににおおけけるる住住民民主主体体ののふふくくししののつつななががりりづづくくりりのの推推進進  

  

自治会域は、班や区・字・常会等、日頃から顔を合わせやすい最小単位のコミュニティエリア

です。 

自治会域には、自治会や民生委員児童委員、見守りサポーター、サロン世話人、老人クラブや

子ども会の会員等、様々な地域活動に属している方が暮らし、問題を抱えていても自ら発信でき

ない人や、問題を抱えていることに気づいていない人などの困りごとを発見しやすいという特性

があります。 

本会ではこれまでも、皆様から様々な自治会域での困りごとについて相談をいただき、課題解

決に向け、個人や団体等と連携・協働した取り組みを進めてまいりました。しかしながら、自治会

域に存在する多様な活動者をつなぐ取り組みが不十分であったため、自治会域での支援基盤

を強めることに繋がっていないことが分かりました。 

推進目標１では、本会職員や地域の専門職と共に、自治会域の住民ネットワークの構築と、自

治会域の困りごとの早期発見から解決に向けた仕組みづくりを目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆策定委員の声◆ 

〇地域アセスメントを行ったうえで、地域の特性に応じた課題解決の仕組みづくりを行っていくこと

が大切だと思う。 

〇「地域活動をしたい」と思っても、活動できるような組織がなく活動できない方もいる。 

住民さんから「どういう活動が必要か？」の意見をもらって、自分達の地域に合った新しい活動

づくりをしていくことが大切だと思う。 

〇自治会未加入世帯も増え、人間関係が希薄化している中で、地域活動者の横のつながりを大

切にしたネットワークづくりはとても大切だと思う。 

推進目標１ 
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活活動動項項目目（（１１））  自自治治会会域域のの人人やや組組織織ののつつななががりりづづくくりり★★  

活動事業① 現状把握と分析 

推進する事業 ・地域アセスメントの実施 

現
状
と
課
題 

・自治会域では、日常的に交流が行われ、地

域サロン、子ども会、老人会、地域の見守りな

ど様々な活動が行われています。 

・活動内容や活動の参加対象者など、詳細

な状況把握ができていないことから、自治会

域の活動についての充足度等を計ることが

できていません。 

 

今
後
の
取
り
組
み 

・自治会域の活動団体等がどのよう

な活動をしており、自治会域内でどう

いったつながりがあるか。また、それぞ

れの協議の場はどのように作られて

いるのか等について、地域アセスメン

トを行い、自治会域での活動状況の

把握と分析を行います。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・地域アセスメントにより、自治会域の活動組織等の現状把握と分析ができている。 

・自治会域の地域生活課題について住民と共有できた地域が増えている。 
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活動事業② 自治会域でのネットワークづくりの推進 

推進する事業 ・課題の早期発見につながるネットワークづくり 

現
状
と
課
題 

・現在、自治会域の活動からの気づきや困り

ごと等の課題は、専門職等へ繋がり、個別に

解決に向けた取り組みが行われていますが、

課題に対し自治会域の活動組織や住民を交

えた協議の場づくりが不十分であるため、課

題の発見が遅れ、解決が困難となっているケ

ースも増えています。 

 

今
後
の
取
り
組
み 

地域の困りごとを早期に発見し、つ

なぐネットワークの構築を行います。 

・住民が孤立することなく、必要時に

地域に助けを求められるつながりを

つくります。 

・住民と専門職が一緒に課題解決

に向け協議する仕組みをつくります。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・住民に対し相談先の周知ができ、地域生活課題の早期発見につながるルートができている。 

・地域で把握した生活課題を住民や専門職が一緒に話し合う場ができている。 

 

 

 

活活動動項項目目（（２２））  暮暮ららししにに身身近近なな圏圏域域ででののササロロンン・・見見守守りり・・助助けけ合合いい活活動動のの推推進進 

活動事業① すべての住民参加によるふくし活動の推進 

推進する事業 ・サロン、通いの場等の集う場の活動支援 

・活動者間の情報交換、交流の場づくり 

・助け合い活動の推進 

現
状
と
課
題 

・サロンや地域の見守り活動等での気づき

や、転入者・外国人住民の増加、住民の高齢

化などの地域特性に対応するため、自治会

域で助け合い活動に取り組む地域が少しず

つ増えてきています。 

 

今
後
の
取
り
組
み 

・身近な地域で参加できる活動が

増え、活性化するための交流や情

報交換の場をつくります。 

・活動者間の情報交換や交流の場

をつくり、地域の困りごとを地域で

支え合う「助け合い活動」の展開を

すすめます。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・地域に集える場ができている。 

・活動者同士の情報交換や交流が活発に行われている。 

・活動者同士、住民同士のつながりから、助け合い活動が広がっている。 
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活動事業② 自治会域でのネットワークづくりの推進 

推進する事業 ・課題の早期発見につながるネットワークづくり 

現
状
と
課
題 

・現在、自治会域の活動からの気づきや困り

ごと等の課題は、専門職等へ繋がり、個別に

解決に向けた取り組みが行われていますが、

課題に対し自治会域の活動組織や住民を交

えた協議の場づくりが不十分であるため、課

題の発見が遅れ、解決が困難となっているケ

ースも増えています。 

 

今
後
の
取
り
組
み 

地域の困りごとを早期に発見し、つ

なぐネットワークの構築を行います。 

・住民が孤立することなく、必要時に

地域に助けを求められるつながりを

つくります。 

・住民と専門職が一緒に課題解決

に向け協議する仕組みをつくります。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・住民に対し相談先の周知ができ、地域生活課題の早期発見につながるルートができている。 

・地域で把握した生活課題を住民や専門職が一緒に話し合う場ができている。 

 

 

 

活活動動項項目目（（２２））  暮暮ららししにに身身近近なな圏圏域域ででののササロロンン・・見見守守りり・・助助けけ合合いい活活動動のの推推進進 

活動事業① すべての住民参加によるふくし活動の推進 

推進する事業 ・サロン、通いの場等の集う場の活動支援 

・活動者間の情報交換、交流の場づくり 

・助け合い活動の推進 

現
状
と
課
題 

・サロンや地域の見守り活動等での気づき

や、転入者・外国人住民の増加、住民の高齢

化などの地域特性に対応するため、自治会

域で助け合い活動に取り組む地域が少しず

つ増えてきています。 

 

今
後
の
取
り
組
み 

・身近な地域で参加できる活動が

増え、活性化するための交流や情

報交換の場をつくります。 

・活動者間の情報交換や交流の場

をつくり、地域の困りごとを地域で

支え合う「助け合い活動」の展開を

すすめます。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・地域に集える場ができている。 

・活動者同士の情報交換や交流が活発に行われている。 

・活動者同士、住民同士のつながりから、助け合い活動が広がっている。 

 

 

 

活活動動項項目目（（３３））  みみんんななでで話話しし合合いい、、専専門門職職もも参参加加ししたた場場づづくくりり  

活動事業① 地域の生活課題を協議するための住民と専門職の協議の場づくり 

推進する事業 ・住民と専門職との連携、共に思いを話し合う協議の場づくり 

現
状
と
課
題 

・サロンや通いの場などの住民が集う場は、

住民の居場所や交流の場だけでなく、身近

な相談を受け止め、ちょっとした生活の困りご

とを支え合う機能を有していますが、住民だ

けでは解決に結びつかない課題も多くありま

す。 

今
後
の
取
り
組
み 

・つながる BOOK 等を活用し、地

域の専門職が住民の集う場に出

向き、多様な相談を受け止める仕

組みづくりをすすめます。 

・地域に出向く専門職間の連携に

取り組み、協議の場をつくります。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・住民が専門職へ相談しやすいつながりができている。 

・住民からの相談を専門職間で共有・協議ができるつながりと、協議の場ができている。 
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小小学学校校区区域域ににおおけけるる多多様様なな人人やや組組織織ののネネッットトワワーーククづづくくりりのの推推進進  

  

小学校区域は、地区社協や住民自治協議会を中心に、福祉事業や活動拠点づくりを行う基

盤となる地域です。 

令和３年度に、初めて住民自治協議会や地区社協、PTA、当事者、企業、NPO など小学校区

域の多様な組織・団体や個人が集う「地域懇談会」を開催しました。参加者からは「いつもの役

員だけで集まっても同じ話しか出ないが、いろんな世代の人と話をすると新鮮な意見が聞けた。」

「このような場は継続的に必要。」などの感想をいただきました。これからも小学校区域の多様な

住民が、互いの思いや地域活動を知り、地域の課題を共有し合える協議の場づくりを継続して

いきます。 

推進目標２では、複雑・多様化する地域課題の解決や新たな活動の展開を支援していくため、

小学校区域の協議の場に地域の社会福祉法人や専門職・行政等も参画できるネットワークの

構築を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★策定委員の声★ 

○地域懇談会は継続してほしい。地域懇談会で集まったメンバー以外の色々な分野の参加者も募

って協議をしたい。 

○どんな人が地域におられるか知らないと声をかけられない。懇談会を開催する中でお互いを知

り、声をかけ合う関係をつくりたい。 

○地域の行事があるから集うのではなく、自主的にみんなが集まり、話し合いをする中でやりたい

事を形にすることはできないか。 

○若い世代を巻き込んで活動をしていくためにも、学校の協力は必要。 

○子どもが大きくなると地域行事に参加する機会が減る。大きくなった時に地域に戻れるきっかけ

づくりはできないだろうか。 

推進目標２ 
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活活動動項項目目（（11））  住住民民自自治治協協やや地地区区社社協協のの運運営営支支援援・・活活動動支支援援★★  

活動事業① 自治協や地区社協との連携 

推進する事業 ・定例会等への参加 

・相談への対応、協働した取り組み 

・自治協、地区社協と連携した学びの支援 

現
状
と
課
題 

・自治協や地区社協とのつながりはできてい

ますが、会議や協議の場等に参加できていな

い地域もあります。 

・定例の会議の場等に参加はしている地域も

ありますが、具体的な地域課題の提示に至っ

ていない地域もあります。 

 

今
後
の
取
り
組
み 

・職員が積極的に定例会等に出向

き地域課題を相談し、解決に向け

た方向性について検討します。 

・自治協や地区社協からあがった

生活課題に対し、必要な学習会等

の開催を支援します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・自治協や地区社協が、地域の中間組織としての機能を発揮し、課題解決に向けた主体的な活

動展開ができている。 

・地域課題の情報共有ができ、協働した取り組みが進んでいる地域が増えている。 
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活活動動項項目目（（22））地地域域懇懇談談会会のの継継続続にによよるるネネッットトワワーーククのの拡拡大大★★ 

活動事業① 多様な組織・団体・活動者とのネットワークや協議の場づくりの推進 

推進する事業 ・地域懇談会の継続的な開催 

・住民参加による支え合いの体制づくり 

現
状
と
課
題 

・自治会域など身近な圏域で把握した地域

の生活課題を、解決に向けつないでいく先が

分からないという課題や、住民で課題を協議

する場がない地域があります。 

・小学校区で活動している多様な組織や団

体の把握と団体同士が協議をする機会がな

い地域も多くあり、協働した取り組みができる

ネットワークづくりが必要です。 

 

今
後
の
取
り
組
み 

・多様な組織や団体、活動者、専門

職などが集まり、地域について話し

合う地域懇談会を継続開催します。 

・地域懇談会を通して、幅広い世代

や組織などが知り合い、地域課題を

共有し、協働した活動展開につなが

るよう支援します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・地域懇談会で、地域の生活課題について共有し、課題解決に向けた活動の展開ができている。 

・多世代交流や組織、団体とのネットワークが構築され、日頃から挨拶でき、困ったときには、相談

し合う関係が地域でできている。 

 
 
 
 

活活動動項項目目（（33））住住民民、、社社会会福福祉祉法法人人、、専専門門職職等等ととのの協協働働  

活動事業① 地域課題解決に向けた住民と専門職との連携支援 

推進する事業 ・住民と専門職の連携 

・住民と専門職の協働による新たな活動への取り組み 

現
状
と
課
題 

・地域の生活課題を住民と専門職が共有す

る場が少なく、住民と専門職がつながる機会

が必要です。 

・住民と専門職等が連携し、地域の生活課題

を解決するため、専門職の役割や機能を住

民が把握し、解決に向け連携が取れる体制

づくりが必要です。 

今
後
の
取
り
組
み 

・地域の課題解決に向けて、住民と

社会福祉法人や事業所などの専門

職が協働した取り組みを進めるため

の協議の場をつくります。 

・住民主体の課題解決が図れるよ

う、専門職や市と連携し包括的な支

援を行います。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・地域の生活課題を住民と社会福祉法人などの専門職が協議し、解決に向け取り組む仕組みが

できている。 

・課題解決に向け、住民・専門職・市が連携し地域福祉を推進していく包括的、重層的な支援の

仕組みができている。 
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活活動動項項目目（（44））住住民民のの活活動動拠拠点点やや誰誰ももがが集集ええるる居居場場所所づづくくりり  

活動事業① 対象を限定しない多世代交流の居場所づくりの推進 

推進する事業 ・居場所づくりの推進 

・社会福祉法人や事業所等との連携 

・ニーズと地域資源のマッチング 

現
状
と
課
題 

・誰もが気軽に集える居場所をつくることで、

地域課題を住民同士が共有し、課題解決に

向けた新たな活動を生み出す拠点となりま

す。 

・住民からは、集まる場所がないという声も多

く、集える場所の確保と活動拠点が求められ

ています。 

今
後
の
取
り
組
み 

・多世代交流や住民同士が気軽に

集える居場所づくりを進めます。 

・社会福祉法人や事業所等のスペ

ースや空き家・空き地の活用も検

討していきます。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・対象を限定しない居場所づくりが進んでいる。 

・居場所から地域課題の解決や新たな活動を生み出す拠点もできている。 

・社会福祉法人等の空きスペースや地域の空き家を活用した新たな多世代交流の居場所もで

きている。 

 

活活動動項項目目（（55））ココロロナナ禍禍ににおおけけるるつつななががりりのの希希薄薄化化やや孤孤立立対対策策  

活動事業① 独りにしない多様なつながりづくりの推進 

推進する事業 ・新たなつながりづくりの支援 

現
状
と
課
題 

・コロナ禍においてあらゆる地域活動が制限

されたため、人と人とのつながりが絶たれ、世

代に関わらず孤立する人が増加しました。 

・コロナ禍においても人と人とがつながり続け

る取り組みが重要になります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・コロナ禍においてもつながり続け

るための方法を検討します。 

・ＳＮＳやオンライン等を活用し希薄

や孤立防止に向けた取り組みを検

討します。 

 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・新たなつながりづくりの仕組みができ、外出や活動が自粛になってもつながり続けることので

きる地域になっている。 
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ああららゆゆるる世世代代がが社社会会参参加加をを通通ししてて役役割割やや生生ききががいいをを持持っってて暮暮ららせせるる  
地地域域づづくくりりのの推推進進  

  

  本会の使命は、「住民主体の地域福祉の推進」です。それは、「住み慣れた地域にいつまでも安

心して暮らし続けることができる地域づくり」を意味します。 

 推進目標３では、この「住民主体の地域福祉の推進」をボランティアセンター機能として取り組み、

住民や当事者、地域の様々な団体が、地域の中で主体的に支え合う風土や仕組みを構築していく

ことを目指しています。 

 これまでも、ボランティアセンターでは、小・中・高等学校等の福祉体験学習に積極的に取り組み、

学齢期からの福祉（共生）意識の醸成に努めてきました。この福祉体験学習では、住民やボランテ

ィア団体、福祉施設職員、当事者、企業等から協力を得るつながりはできていますが、主体的にボ

ランティア活動を行う人材育成までには至っていません。 

 「地域の役に立ちたい」という思いを持った住民が来所されるボランティアセンターは、本会にとっ

て主体的な住民とつながる重要な窓口のひとつであり、その機能強化は急務です。活動意欲のあ

る方に情報が届く仕組みづくりや、既存のボランティアグループの活動支援と新たな人材育成等

に取り組み、ボランティアの活動の場を自治会域や小学校区での地域活動へ展開させ、平常時か

ら災害等の非常時まで機能するネットワークの構築を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

★策定委員の声★ 

〇地域の課題に応じた学びのきっかけづくりや学習の機会の提供が必要だと思う。 

〇福祉体験学習での学びを地域で活かせるような取り組みをして欲しい。 

〇社会福祉施設や事業所と連携して、福祉教育を推進することが新たな活動の展開につながると

思う。 

〇社協のボランティアセンターが住民に周知されていないので、様々な情報発信ツール（ＳＮＳや

LINE 等）を活用して、あらゆる世代に積極的に情報発信していくことが大切だと思う。 

〇市のボランティアセンターと社協のボランティアセンターが協働することが、地域活動を担う人材

育成にもつながる。 

〇専門的な知識や技術がある人・団体をボランティアセンターとして把握して、マッチングできるよ

うな仕組みづくりが必要。 

〇ボランティアを長く続けていけるように、ボランティア団体同士の交流の場づくりが必要ではない

か。 

推進目標３ 
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ああららゆゆるる世世代代がが社社会会参参加加をを通通ししてて役役割割やや生生ききががいいをを持持っってて暮暮ららせせるる  
地地域域づづくくりりのの推推進進  

  

  本会の使命は、「住民主体の地域福祉の推進」です。それは、「住み慣れた地域にいつまでも安

心して暮らし続けることができる地域づくり」を意味します。 

 推進目標３では、この「住民主体の地域福祉の推進」をボランティアセンター機能として取り組み、

住民や当事者、地域の様々な団体が、地域の中で主体的に支え合う風土や仕組みを構築していく

ことを目指しています。 

 これまでも、ボランティアセンターでは、小・中・高等学校等の福祉体験学習に積極的に取り組み、

学齢期からの福祉（共生）意識の醸成に努めてきました。この福祉体験学習では、住民やボランテ

ィア団体、福祉施設職員、当事者、企業等から協力を得るつながりはできていますが、主体的にボ

ランティア活動を行う人材育成までには至っていません。 

 「地域の役に立ちたい」という思いを持った住民が来所されるボランティアセンターは、本会にとっ

て主体的な住民とつながる重要な窓口のひとつであり、その機能強化は急務です。活動意欲のあ

る方に情報が届く仕組みづくりや、既存のボランティアグループの活動支援と新たな人材育成等

に取り組み、ボランティアの活動の場を自治会域や小学校区での地域活動へ展開させ、平常時か

ら災害等の非常時まで機能するネットワークの構築を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

★策定委員の声★ 

〇地域の課題に応じた学びのきっかけづくりや学習の機会の提供が必要だと思う。 

〇福祉体験学習での学びを地域で活かせるような取り組みをして欲しい。 

〇社会福祉施設や事業所と連携して、福祉教育を推進することが新たな活動の展開につながると

思う。 

〇社協のボランティアセンターが住民に周知されていないので、様々な情報発信ツール（ＳＮＳや

LINE 等）を活用して、あらゆる世代に積極的に情報発信していくことが大切だと思う。 

〇市のボランティアセンターと社協のボランティアセンターが協働することが、地域活動を担う人材

育成にもつながる。 

〇専門的な知識や技術がある人・団体をボランティアセンターとして把握して、マッチングできるよ

うな仕組みづくりが必要。 

〇ボランティアを長く続けていけるように、ボランティア団体同士の交流の場づくりが必要ではない

か。 

推進目標３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活活動動項項目目（（１１））  ボボラランンテティィアアセセンンタターー機機能能のの強強化化★★  

活動事業① ボランティアセンター機能の情報発信 

推進する事業 ・多世代に対応した情報発信 

現
状
と
課
題 

・ボランティアに来てほしい人、活動したい人

相互のニーズ把握が不十分で、ボランティア

センターで情報集約ができていない状況が

あります。 

・紙ベースとＨＰで情報発信していますが、必

要な人に届いているか不明でボランティア活

動者の参加を増やしていく必要があります。 

 

今
後
の
取
り
組
み 

・地域懇談会や社会福祉施設連絡

協議会等に参加し、住民や社会福

祉施設、事業所等からボランティア

ニーズを把握します。 

・多世代からボランティアセンター

を活用してもらうため、世代に合わ

せた情報発信ツール（ＳＮＳや広報

紙等）を柔軟に活用していきます。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・多世代が情報収集することができ、ボランティア活動者が増えている。 

・世代に応じた情報発信をすることで、ボランティアに来てほしい人や活動したい人が集まるプラ

ットフォームになっている。 
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活動事業② 市・大学・社協のボランティアセンターの連携 

推進する事業 ・ボランティアセンター運営委員会の開催 

・学生ボランティア応援会議の開催 

現
状
と
課
題 

・市内には、市・大学・社協それぞれにボラン

ティアセンターがあります。 

・それぞれのボランティアセンターは独自の機

能を有して活動に取り組んでおり、その状況

を共有・把握するためボランティアセンター運

営委員会や学生ボランティア応援会議を開

催していますが、情報共有が主となっていま

す。 

今
後
の
取
り
組
み 

・既存のボランティアセンター運営

委員会や学生ボランティア応援会

議等の開催方法を見直し、各ボラ

ンティアセンターが連携できるネッ

トワークづくりを行います。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・市内のボランティアセンター同士のネットワークを活かしたボランティア活動のスムーズなマッチ

ングが行えるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動事業③ 各分野のボランティア団体・ＮＰＯ等との連携と支援 

推進する事業 ・ボランティア連絡協議会を中心とした活動支援 

・機能強化のための協議の場づくり 

現
状
と
課
題 

・社協のボランティアセンターでは、手話・要約

筆記・音訳・点訳等、ボランティアセンターに登

録している団体同士のネットワークづくりを図

るため、ボランティア連絡協議会を定期的に

開催し、交流や勉強会、福祉教育の協力等を

行っています。 

今
後
の
取
り
組
み 

・ボランティア連絡協議会と各ボラ

ンティアセンターに登録している団

体との交流や意見交換ができる

よう取り組みます。 

・交流や意見交換等を通して団体

同士がつながるようコーディネート

していきます。 

 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・各ボランティア団体とのつながりができることで、新しい活動が誕生している。  
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活動事業② 市・大学・社協のボランティアセンターの連携 

推進する事業 ・ボランティアセンター運営委員会の開催 

・学生ボランティア応援会議の開催 

現
状
と
課
題 

・市内には、市・大学・社協それぞれにボラン

ティアセンターがあります。 

・それぞれのボランティアセンターは独自の機

能を有して活動に取り組んでおり、その状況

を共有・把握するためボランティアセンター運

営委員会や学生ボランティア応援会議を開

催していますが、情報共有が主となっていま

す。 

今
後
の
取
り
組
み 

・既存のボランティアセンター運営

委員会や学生ボランティア応援会

議等の開催方法を見直し、各ボラ

ンティアセンターが連携できるネッ

トワークづくりを行います。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・市内のボランティアセンター同士のネットワークを活かしたボランティア活動のスムーズなマッチ

ングが行えるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動事業③ 各分野のボランティア団体・ＮＰＯ等との連携と支援 

推進する事業 ・ボランティア連絡協議会を中心とした活動支援 

・機能強化のための協議の場づくり 

現
状
と
課
題 

・社協のボランティアセンターでは、手話・要約

筆記・音訳・点訳等、ボランティアセンターに登

録している団体同士のネットワークづくりを図

るため、ボランティア連絡協議会を定期的に

開催し、交流や勉強会、福祉教育の協力等を

行っています。 

今
後
の
取
り
組
み 

・ボランティア連絡協議会と各ボラ

ンティアセンターに登録している団

体との交流や意見交換ができる

よう取り組みます。 

・交流や意見交換等を通して団体

同士がつながるようコーディネート

していきます。 

 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・各ボランティア団体とのつながりができることで、新しい活動が誕生している。  

 

活活動動項項目目（（２２））  住住民民参参加加にによよるる福福祉祉教教育育・・地地域域共共生生学学習習のの推推進進  

活動事業① 学校・地域連携による福祉教育の推進 

推進する事業 ・各学校のニーズ調査とカリキュラムの提案 

・ボランティアや住民、専門職等と協働した福祉教育の実施 

現
状
と
課
題 

・福祉体験学習に取り組む学校が増えていま

す。 

・子どもたちが福祉体験学習を通して学んだ

ことを地域で活かせるよう学校と連携し取り

組んでいく必要があります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・学校の福祉教育への想いを踏ま

え、地域の活動につながる福祉教

育を展開できるよう、カリキュラムの

作成を支援します。 

・体験したことを地域で活かせる仕

組みをつくるため、住民や専門職

等に協力していただき、福祉体験

学習を実施します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・学校や住民、専門職等が連携し学校や地域で継続的な福祉教育が行われている。 

・教育委員会と連携し、継続的に福祉教育への関わりができるようになっている。 

 
 
活動事業② 学びと活動の場の提供による地域共生学習の推進 
推進する事業 ・新たなボランティアの確保と育成 

・あったか笑顔のまちづくり講演会  
・福祉まつりの実施 

現
状
と
課
題 

・住民同士の助け合い、支え合い活動や居場
所づくりが各地域で広まり始めています。 
・全ての地域に活動展開していくために、住
民へ地域の活動紹介を行う機会を作り、担い
手不足の課題に対する人材確保の取り組み
が必要です。 
・市内にある「広島少年院、貴船原少女苑」
では在院生、職員によるボランティア団体「ひ
ろきふサポーター～なんでも鯉～」が結成さ
れているが地域とのつながりがあまりなく、活
動にあたっては、周知啓発に加え地域の理解
が必要です。 

今
後
の
取
り
組
み 

・活動者に、あったか笑顔のまちづ
くり講演会や福祉まつり等の場で
実践報告をしてもらい、取り組みを
共有する機会をつくります。 
・担い手不足や地域課題等に応じ
た学習会や目的別の人材育成講
座を開催しボランティアの育成につ
なげます。 
・再犯防止推進法、再犯防止推進
計画に掲げられる「国と地方協働
による施策の推進」に取り組めるよ
う「ひろきふサポーター～なんでも
鯉～」の活動を支援します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 
・実践報告をきっかけに、地域での活動の展開が広まっている。 
・地域課題に応じた目的別講座の開催をきっかけに、ボランティア活動者が増え、担い手不足や
地域課題の解消につながっている。 
・広島少年院・貴船原少女苑の活動が地域に理解されている。 
・地域課題を解決する若年世代の担い手が増えている。 
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活動事業③ 地域とつながる熟年大学事業の展開 

推進する事業 ・熟年大学生のボランティア参加の促進 

・熟年大学生のつながり支援 

現
状
と
課
題 

・熟年大学は高齢者の生きがいや社会参加

の場になっています。 

・熟年大学の目的である「学んだこと、特技を

地域で活かす」ため、本会が行っている事業

や地域の取り組み紹介、学んだことを地域で

活かせる場の提供が必要になります。 

・講座等で知り合った熟年大学生同士がつ

ながり、熟年大学での学びを活かしながら新

たな地域活動の展開ができる取り組みが必

要です。 

今
後
の
取
り
組
み 

・地域の取り組みや地域課題等を紹

介し、地域で特技を活かした活動が

できるよう特別講座や専門講座等を

実施します。 

・ボランティア募集情報等を熟年大

学ＬＩＮＥ等で発信し、地域活動につ

ながるようにコーディネートします。 

・地域福祉に興味関心がある熟年

大学生を中心に学生同士のつなが

りを深め、地域活動を行うサークル

や同好会の立ち上げ支援を行いま

す。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・地域活動やボランティア活動に興味を持つ熟年大学生が増えている。 

・サークル同士や同好会同士の交流やつながりもでき、地域課題の解決に向けた取り組みにつな

がっている。 

 

 

 

活活動動項項目目（（３３））  当当事事者者同同士士のの支支ええ合合いいのの場場づづくくりり・・ググルルーーププ支支援援  

活動事業① 当事者や団体間のネットワークづくり 

推進する事業 ・当事者や団体の把握と支援 

・当事者同士の話し合いの場づくり 

現
状
と
課
題 

・子育て、障害、ひきこもり、認知症等市内に

は様々な当事者団体の活動が展開されてい

ます。 

・市内の当事者団体の把握を行うことや、当

事者団体同士の交流の機会をつくることで、

支援が必要な人への情報提供や団体活動

の活性化を図るための支援が必要です。 

今
後
の
取
り
組
み 

・行政等と連携し、当事者団体の

把握に努めます。 

・団体同士の交流会を開催し、互

いのつながりや活動のサポートを

行います。 

・当事者同士の話し合いの場づくり

や組織化を推進します。 

 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・市内の当事者や団体の把握、交流、つながり、組織化ができている。 

・当事者団体の情報をホームページ等で掲載し、団体への参加希望者のコーディネートが出来

ている。 

・当事者や団体へのサポートを通して、活動の活性化や支え合う仕組みの強化ができている。 
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活動事業③ 地域とつながる熟年大学事業の展開 

推進する事業 ・熟年大学生のボランティア参加の促進 

・熟年大学生のつながり支援 

現
状
と
課
題 

・熟年大学は高齢者の生きがいや社会参加

の場になっています。 

・熟年大学の目的である「学んだこと、特技を

地域で活かす」ため、本会が行っている事業

や地域の取り組み紹介、学んだことを地域で

活かせる場の提供が必要になります。 

・講座等で知り合った熟年大学生同士がつ

ながり、熟年大学での学びを活かしながら新

たな地域活動の展開ができる取り組みが必

要です。 

今
後
の
取
り
組
み 

・地域の取り組みや地域課題等を紹

介し、地域で特技を活かした活動が

できるよう特別講座や専門講座等を

実施します。 

・ボランティア募集情報等を熟年大

学ＬＩＮＥ等で発信し、地域活動につ

ながるようにコーディネートします。 

・地域福祉に興味関心がある熟年

大学生を中心に学生同士のつなが

りを深め、地域活動を行うサークル

や同好会の立ち上げ支援を行いま

す。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・地域活動やボランティア活動に興味を持つ熟年大学生が増えている。 

・サークル同士や同好会同士の交流やつながりもでき、地域課題の解決に向けた取り組みにつな

がっている。 

 

 

 

活活動動項項目目（（３３））  当当事事者者同同士士のの支支ええ合合いいのの場場づづくくりり・・ググルルーーププ支支援援  

活動事業① 当事者や団体間のネットワークづくり 

推進する事業 ・当事者や団体の把握と支援 

・当事者同士の話し合いの場づくり 

現
状
と
課
題 

・子育て、障害、ひきこもり、認知症等市内に

は様々な当事者団体の活動が展開されてい

ます。 

・市内の当事者団体の把握を行うことや、当

事者団体同士の交流の機会をつくることで、

支援が必要な人への情報提供や団体活動

の活性化を図るための支援が必要です。 

今
後
の
取
り
組
み 

・行政等と連携し、当事者団体の

把握に努めます。 

・団体同士の交流会を開催し、互

いのつながりや活動のサポートを

行います。 

・当事者同士の話し合いの場づくり

や組織化を推進します。 

 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・市内の当事者や団体の把握、交流、つながり、組織化ができている。 

・当事者団体の情報をホームページ等で掲載し、団体への参加希望者のコーディネートが出来

ている。 

・当事者や団体へのサポートを通して、活動の活性化や支え合う仕組みの強化ができている。 

活活動動項項目目（（４４））  ココミミュュニニテティィややネネッットトワワーーククをを基基盤盤ににししたた被被災災者者生生活活支支援援  

活動事業① 災害に備えた支援体制づくりの推進 

推進する事業 ・防災活動セミナー等の開催  

・災害ボランティア事前登録制度の充実 

・登録者等へ地域の防災活動情報の提供 

・コミュニティマッチングの啓発と仕組みづくり 

現
状
と
課
題 

・被災者のニーズに対して迅速に対応できる

ような災害時のボランティア活動の体制づく

りが求められています。 
今
後
の
取
り
組
み 

・災害時に住民同士の助け合い活

動が行われるよう、住民自治協議

会や自主防災組織等と連携し、防

災セミナーや訓練等を開催し、平

常時からの地域のつながりづくり

を行います。 

・災害ボランティア事前登録制度の

周知と登録を推進します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・平常時からの地域のつながりをつくることで、コミュニティマッチングの仕組みに取り組む地域

が増えている。 

・災害ボランティア事前登録が増え、災害時に地域へ迅速に派遣できる仕組みができている。 

 
 
 
 

活動事業② 災害時を見据えた多機関ネットワークの構築 

推進する事業 ・被災者生活サポートボラネット推進委員会の開催 

・社会福祉施設連絡協議会との協定に基づいた訓練の実施 

現
状
と
課
題 

・平成３０年７月豪雨災害における災害ボラ

ンティアセンター運営では、多機関の支援・協

力によりスムーズな運営を行うことができまし

た。 

・これまでの経験を活かし、平常時から多職

種・多機関との連携やネットワークをつくる必

要があります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・被災者生活サポートボラネット推

進委員会を継続開催し、情報共有

を図りながら、平常時からの顔の

見える関係づくりを行います。 

・災害ボランティアセンター運営等

に関する訓練を多職種・多機関と

行います。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・災害ボランティアセンター設置から多職種・多機関と連携ができ、協働した運営を図ることが

できている。 

・被災者生活サポートボラネット推進委員会のメンバーを中心とした訓練を開催している。 
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地地域域をを基基盤盤ににししたた総総合合相相談談支支援援のの充充実実  

  

 地域から寄せられる相談の多くは、福祉・介護・介護予防・医療・住まい・就労・教育・社会からの

孤立など、様々な課題が複合的に存在し時間の経過とともに、その解決には時間を要します。この

ため、地域での気づきを早期に相談窓口へつなぐ地域の仕組みや相談窓口の周知が重要になり

ます。本会でも、地域福祉をはじめ、相談支援や権利擁護、介護等の個別支援部門等、部門間の

相互連携に努めています。 

令和２年度には、市と協働し「HOT けんステーション」を立ち上げ、高齢・障害・児童などの生活

に関わる全ての課題を協議する分野横断型の総合相談窓口として、住民や専門職、市の担当課

等との協議の場づくりや課題解決に向けた取り組みを進めています。 

 推進目標４では、日常生活圏域における多職種連携の基盤づくりを核とし、全部門での課題発

見スキルの向上や住民が気軽に相談できる体制づくりに取り組みます。 

また、民生委員児童委員や見守りサポーターなど、地域の活動者への支援にも取り組み、共に

協働できる関係づくりをこれまで以上に強化していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★策定委員の声★ 

○相談窓口と聞くと堅苦しく感じる。もっと身近なところで相談できる地域との関係性をつくること

が大切。 

○課題を受け止める総合相談の機能だけでなく、素早くアクションを起こすことが必要。 

○多職種連携の推進について、ネットワークづくりのための組織をつくることが大切ではないか。そ

のための話し合いの場をつくってはどうか。 

○社協のフットワークの軽さを活かして、地域の会議に社協職員に参加してもらい、地域課題を一

緒に見つけてほしい。 

○初期相談を受ける人がすごく大事。足りない資源は一緒につくったり、専門機関等との連携や調

整をしっかり取り、対応してもらいたい。 

○民生委員児童委員や見守りサポーターの研修や勉強会を、地域の他の組織と一緒に開催する

ことで、住民と他の組織とのつながりができるのではないか。 

推進目標４ 
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地地域域をを基基盤盤ににししたた総総合合相相談談支支援援のの充充実実  

  

 地域から寄せられる相談の多くは、福祉・介護・介護予防・医療・住まい・就労・教育・社会からの

孤立など、様々な課題が複合的に存在し時間の経過とともに、その解決には時間を要します。この

ため、地域での気づきを早期に相談窓口へつなぐ地域の仕組みや相談窓口の周知が重要になり

ます。本会でも、地域福祉をはじめ、相談支援や権利擁護、介護等の個別支援部門等、部門間の

相互連携に努めています。 

令和２年度には、市と協働し「HOT けんステーション」を立ち上げ、高齢・障害・児童などの生活

に関わる全ての課題を協議する分野横断型の総合相談窓口として、住民や専門職、市の担当課

等との協議の場づくりや課題解決に向けた取り組みを進めています。 

 推進目標４では、日常生活圏域における多職種連携の基盤づくりを核とし、全部門での課題発

見スキルの向上や住民が気軽に相談できる体制づくりに取り組みます。 

また、民生委員児童委員や見守りサポーターなど、地域の活動者への支援にも取り組み、共に

協働できる関係づくりをこれまで以上に強化していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★策定委員の声★ 

○相談窓口と聞くと堅苦しく感じる。もっと身近なところで相談できる地域との関係性をつくること

が大切。 

○課題を受け止める総合相談の機能だけでなく、素早くアクションを起こすことが必要。 

○多職種連携の推進について、ネットワークづくりのための組織をつくることが大切ではないか。そ

のための話し合いの場をつくってはどうか。 

○社協のフットワークの軽さを活かして、地域の会議に社協職員に参加してもらい、地域課題を一

緒に見つけてほしい。 

○初期相談を受ける人がすごく大事。足りない資源は一緒につくったり、専門機関等との連携や調

整をしっかり取り、対応してもらいたい。 

○民生委員児童委員や見守りサポーターの研修や勉強会を、地域の他の組織と一緒に開催する

ことで、住民と他の組織とのつながりができるのではないか。 

推進目標４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活活動動項項目目（（１１））  社社協協のの総総合合相相談談支支援援のの強強化化★ 

活動事業① 住民に寄り添う総合相談支援体制の推進 

推進する事業 ・ＨＯＴけんステーション    ・生活支援センター 

・はあとふる             ・地域包括支援センター 

現
状
と
課
題 

・「生活支援センター」「はあとふる」「地域包

括支援センター」などの事業を市から受託し

総合相談支援を行っています。 

・令和２年度には地域共生社会の実現に向

け、市と社協が協働し「ＨＯＴけんステーショ

ン」を立ち上げ、包括的な相談体制の仕組み

づくりに取り組んでいます。 

・地域の生活課題を全ての職員が受け止め、

解決に向けて市と社協、専門機関などが協

働した体制整備をすすめていく仕組みが必

要です。 

今
後
の
取
り
組
み 

・市と社協が連携し、包括的な支援

体制の構築に向け、ビジョンの共有

や統一を図ります。 

・複合的な課題を抱える世帯の支

援に向けて、関係機関と連携協働

して取り組む仕組みをつくります。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・地域から相談のあった生活課題などを定期的に住民や市、社協、専門機関などが協議できる

定例会議が開催され、課題解決に向けた包括的な支援体制の仕組みができている。 
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活動事業② 気軽に相談できる体制づくり 

推進する事業 ・アウトリーチ型の支援  

・社協組織内の相談受付機能 

・社協内事業を把握するための研修 

現
状
と
課
題 

・社協には、地域の身近な相談窓口として、

住民が気軽に相談できる体制づくりが求め

られています。 

・社協職員の誰もがあらゆる相談を受け止

め、課題解決に向けてコーディネートできるス

キルが重要になります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・サロンや会議、集いの場などに参

加し住民と顔の見える関係をつくり

ます。 

・組織内の相談機能を強化してい

くため、社協事業の把握や相談支

援のスキルアップを図る職員研修

を開催します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・住民との顔の見える関係性ができ、住民から気軽に相談が入りやすくなる。 

・社協内の各専門分野の連携を図ることができている。 

 

 

 

 

 

 

 

活活動動項項目目（（２２））  課課題題解解決決にに向向けけたた多多職職種種連連携携のの推推進進とと行行政政ととのの協協働働   

活動事業① コアネットワーク会議、地域関係者ネットワーク協議会の機能強化 

推進する事業 ・行政との協働体制づくり 

・関係者ネットワーク協議会等への行政地域担当者の参加 

現
状
と
課
題 

・令和３年度より、市役所内の各専門部署内

で担当を決め、地域の生活課題解決に向け

分野を超えた専門職が話し合う「コアネットワ

ーク会議」を定例開催しています。 

・会議のメンバーが今後は地域の話し合いの

場や他の協議の場に参加し、専門性を発揮

できる機能が重要になります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・コアネットワーク会議で各専門機

関が抱えている事例を共有・協議

し、住民参加の下で解決に向け協

働する仕組みをつくります。 

・住民が集い、協議する地域懇談

会に専門職等が参画し、協働でき

る体制を構築します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・各圏域で専門職等と住民が協働し地域の生活課題を協議している。 

・専門性を活かし、住民と協働して課題解決を行っている。 
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活動事業② 気軽に相談できる体制づくり 

推進する事業 ・アウトリーチ型の支援  

・社協組織内の相談受付機能 

・社協内事業を把握するための研修 

現
状
と
課
題 

・社協には、地域の身近な相談窓口として、

住民が気軽に相談できる体制づくりが求め

られています。 

・社協職員の誰もがあらゆる相談を受け止

め、課題解決に向けてコーディネートできるス

キルが重要になります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・サロンや会議、集いの場などに参

加し住民と顔の見える関係をつくり

ます。 

・組織内の相談機能を強化してい

くため、社協事業の把握や相談支

援のスキルアップを図る職員研修

を開催します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・住民との顔の見える関係性ができ、住民から気軽に相談が入りやすくなる。 

・社協内の各専門分野の連携を図ることができている。 

 

 

 

 

 

 

 

活活動動項項目目（（２２））  課課題題解解決決にに向向けけたた多多職職種種連連携携のの推推進進とと行行政政ととのの協協働働   

活動事業① コアネットワーク会議、地域関係者ネットワーク協議会の機能強化 

推進する事業 ・行政との協働体制づくり 

・関係者ネットワーク協議会等への行政地域担当者の参加 

現
状
と
課
題 

・令和３年度より、市役所内の各専門部署内

で担当を決め、地域の生活課題解決に向け

分野を超えた専門職が話し合う「コアネットワ

ーク会議」を定例開催しています。 

・会議のメンバーが今後は地域の話し合いの

場や他の協議の場に参加し、専門性を発揮

できる機能が重要になります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・コアネットワーク会議で各専門機

関が抱えている事例を共有・協議

し、住民参加の下で解決に向け協

働する仕組みをつくります。 

・住民が集い、協議する地域懇談

会に専門職等が参画し、協働でき

る体制を構築します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・各圏域で専門職等と住民が協働し地域の生活課題を協議している。 

・専門性を活かし、住民と協働して課題解決を行っている。 

 

 

活動事業② 権利擁護のための法律専門機関とのネットワークづくり 

推進する事業 ・権利擁護センター事業 

・権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築と中核機関の整備 

現
状
と
課
題 

・地域共生社会の実現に向け取り組むため

には、地域で暮らす本人の権利擁護支援が

基盤となります。 

・権利擁護を必要とする方が地域で孤立しな

いために、医療・福祉・介護だけでなく、法律

専門機関と連携した地域連携ネットワークの

構築が重要になります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・成年後見制度利用促進法に基づ

き、市が設置する中核機関のあり

方について市と社協が協議し、関

係機関・団体、権利擁護センター運

営委員会等とのネットワークによる

権利擁護支援の体制づくりを進め

ます。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・中核機関の機能が整理され、連携体制が構築されている。 

・市内の権利擁護支援体制が強化され、新たな課題把握から解決につながっている。 

 

 

 

 

 

 

活活動動項項目目（（３３））社社会会福福祉祉法法人人やや事事業業所所、、医医療療機機関関等等ととののネネッットトワワーークク強強化化★★  

活動事業① 社会福祉法人の地域における公益的な取り組みへの推進・支援 

推進する事業 ・社会福祉施設連絡協議会とのネットワークの構築 

現
状
と
課
題 

・社会福祉法人の地域における公益的な取

り組みへの支援として、情報交換や研修を開

催してきました。 

・社会福祉法人などから、「これからは住民と

の連携や交流が必要。」との声も挙がってお

り、地域の生活課題を住民と連携し、課題解

決に向けて取り組んでいく公益活動の仕組

みが必要です。 

今
後
の
取
り
組
み 

・社会福祉施設連絡協議会の研修

会で、地域の生活課題の解決に向

け社会福祉法人の役割や関わり等

の事例発表を通して公益活動のイ

メージづくりや活動を展開します。 

 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・社会福祉法人と地域生活課題を共有し、課題解決に向けて協働した取り組みができるように

なっている。 
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活動事業② 専門職同士のつながりづくり 

推進する事業 ・「つながる交流会」の開催 

現
状
と
課
題 

・相談支援機関との連携強化には、圏域ごと

に各分野の専門機関同士の顔の見える関係

づくりが欠かせません。 

・他分野の専門職とのネットワークを活かした

地域課題の解決に向けた取り組みの推進が

求められています。 

今
後
の
取
り
組
み 

・各圏域の社会福祉法人や事業

所、医療機関等と相談し合える関

係づくりのための「つながる交流

会」を開催します。 

・地域に出向くためのメニューブッ

ク「つながるＢＯＯＫ」の作成や専

門職同士のネットワークを活用した

講演会の開催等の取り組みの推

進を図ります。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・交流会や実践を通して、社会福祉法人や事業所、医療機関等が相談し合える関係ができてい

る。 

・身近な地域での総合相談・多機関連携の取り組みが推進されている。 

 
 

活活動動項項目目（（４４））民民生生委委員員児児童童委委員員活活動動、、見見守守りりササポポーータターー等等へへのの支支援援★★   

活動事業① 住民の身近な相談者への支援体制整備 

推進する事業 ・見守りサポーター研修の開催 

・課題解決に向けた勉強会の開催 

現
状
と
課
題 

・民生委員児童委員には地域から様々な相

談があり、負担が大きくなっています。 

・見守りサポーターの中には、自身の役割に

悩んだり、相談のつなぎ先が分からない人が

います。 

・民生委員児童委員に対しては、一人で抱え

込まない支援体制の整備、見守りサポーター

に対しては、役割や連携体制づくり等の研修

が求められています。 

今
後
の
取
り
組
み 

・見守りサポーター研修を開催し民

生委員児童委員や見守りサポータ

ーが地域の生活課題を共有し、課

題解決に向け、行政や専門機関等

とも協働した活動を展開できるよう

な取り組みを行います。 

・課題に応じて専門機関との勉強

会を開催し、民生委員児童委員、

見守りサポーター、専門職が共通

理解を持ち、協働した支援を行える

体制をつくります。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・民生委員児童委員、見守りサポーター等が自身の役割を認識し、様々な課題に対して他の専

門機関と「連携・協働」しながら解決に向け取り組むことができている。 

・地域の身近な協力者である、民生委員児童委員や見守りサポーターと顔の見える関係性がで

き、タイムリーに地域の情報を共有できるようになっている。 
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活動事業② 専門職同士のつながりづくり 

推進する事業 ・「つながる交流会」の開催 

現
状
と
課
題 

・相談支援機関との連携強化には、圏域ごと

に各分野の専門機関同士の顔の見える関係

づくりが欠かせません。 

・他分野の専門職とのネットワークを活かした

地域課題の解決に向けた取り組みの推進が

求められています。 

今
後
の
取
り
組
み 

・各圏域の社会福祉法人や事業

所、医療機関等と相談し合える関

係づくりのための「つながる交流

会」を開催します。 

・地域に出向くためのメニューブッ

ク「つながるＢＯＯＫ」の作成や専

門職同士のネットワークを活用した

講演会の開催等の取り組みの推

進を図ります。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・交流会や実践を通して、社会福祉法人や事業所、医療機関等が相談し合える関係ができてい

る。 

・身近な地域での総合相談・多機関連携の取り組みが推進されている。 

 
 

活活動動項項目目（（４４））民民生生委委員員児児童童委委員員活活動動、、見見守守りりササポポーータターー等等へへのの支支援援★★   

活動事業① 住民の身近な相談者への支援体制整備 

推進する事業 ・見守りサポーター研修の開催 

・課題解決に向けた勉強会の開催 

現
状
と
課
題 

・民生委員児童委員には地域から様々な相

談があり、負担が大きくなっています。 

・見守りサポーターの中には、自身の役割に

悩んだり、相談のつなぎ先が分からない人が

います。 

・民生委員児童委員に対しては、一人で抱え

込まない支援体制の整備、見守りサポーター

に対しては、役割や連携体制づくり等の研修

が求められています。 

今
後
の
取
り
組
み 

・見守りサポーター研修を開催し民

生委員児童委員や見守りサポータ

ーが地域の生活課題を共有し、課

題解決に向け、行政や専門機関等

とも協働した活動を展開できるよう

な取り組みを行います。 

・課題に応じて専門機関との勉強

会を開催し、民生委員児童委員、

見守りサポーター、専門職が共通

理解を持ち、協働した支援を行える

体制をつくります。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・民生委員児童委員、見守りサポーター等が自身の役割を認識し、様々な課題に対して他の専

門機関と「連携・協働」しながら解決に向け取り組むことができている。 

・地域の身近な協力者である、民生委員児童委員や見守りサポーターと顔の見える関係性がで

き、タイムリーに地域の情報を共有できるようになっている。 

 

  
地地域域共共生生社社会会のの実実現現にに向向けけたた社社協協のの基基盤盤強強化化  

  

推進目標５では、本計画を着実に推進するための基盤強化に対する取り組みを目指すものです。 

情報発信では、本会の取り組みを広く住民に周知し理解の促進を図るため、広報紙やホームペ

ージによる発信の工夫や、必要な情報があらゆる世代に届くことを目標に、多様なツールの活用に

ついても検討します。 

また、地域福祉を推進する中核団体として、ガバナンスの強化と活動財源の確保に取り組み、地

域生活課題の解決に各部門の専門性が十分に発揮できるよう、部門間協議の場の強化に努めま

す。 

さらに、本計画の推進については、進捗状況を確認・評価する評価委員会を新たに設置し、評価

委員会では、本計画と単年度の事業計画・事業報告を照らし合わせ、取り組みを客観的に評価す

る仕組みを構築します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★策定委員の声★ 

〇社協の中で横の連携が取れる体制づくり（プロジェクトチームの結成等）が必要だと思います。 

〇地域福祉活動計画に、社協組織としての長期・短期目標を示し、実践・評価をしっかりやってもら

いたい。 

〇社協のことを知らない人も多いので、社協を知ってもらうための工夫（読んでみたくなるような広

報紙づくり、世代別の情報発信、地域と一体となった活動展開）を積極的に行ってもらいたい。 

〇社協は住民を応援する大切な組織であるということを見える化し、社協の応援者や理解者を増

やしていく取り組みが、会費納入率の向上や財源確保にもつながると思う。 

〇社協職員が事務局ではなく、地域の話し合いの場のメンバーとして参加できるような場づくりを

行うことで、社協が住民に開かれた相談窓口として認識されるようになると思う。 

推進目標５ 
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活活動動項項目目（（１１））  地地域域福福祉祉活活動動計計画画のの計計画画的的推推進進  

活動事① 進捗状況の確認と評価の実施 

推進する事業 ・評価委員会の設置 

・事業計画の作成と評価 ・地域福祉担当者会議の開催 

現
状
と
課
題 

・第４次地域福祉活動計画は、これまで以上

に住民の声を反映し策定した計画であること

から、進捗状況の確認と評価が必要になりま

す。 

・また、活動計画を推進するためには、単年度

計画である事業計画の作成と評価が重要に

なります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・推進目標ごとの事業計画を作成

し、地域福祉担当者会議等で各圏

域の計画の確認と評価を行いま

す。 

・地域福祉活動計画の進捗状況の

確認と評価のための評価委員会を

設置します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・評価委員会を設置することで、計画に沿った事業や活動展開ができている。 

・時代に応じた新たな事業展開について評価委員会等で協議し地域共生社会に向けた事業の

展開ができている。 
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活活動動項項目目（（１１））  地地域域福福祉祉活活動動計計画画のの計計画画的的推推進進  

活動事① 進捗状況の確認と評価の実施 

推進する事業 ・評価委員会の設置 

・事業計画の作成と評価 ・地域福祉担当者会議の開催 

現
状
と
課
題 

・第４次地域福祉活動計画は、これまで以上

に住民の声を反映し策定した計画であること

から、進捗状況の確認と評価が必要になりま

す。 

・また、活動計画を推進するためには、単年度

計画である事業計画の作成と評価が重要に

なります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・推進目標ごとの事業計画を作成

し、地域福祉担当者会議等で各圏

域の計画の確認と評価を行いま

す。 

・地域福祉活動計画の進捗状況の

確認と評価のための評価委員会を

設置します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・評価委員会を設置することで、計画に沿った事業や活動展開ができている。 

・時代に応じた新たな事業展開について評価委員会等で協議し地域共生社会に向けた事業の

展開ができている。 

 

活活動動項項目目（（２２））  ああららゆゆるる世世代代にに届届くく情情報報発発信信のの機機能能強強化化★★  

活動事業① 世代に合わせた情報発信 

推進する事業 ・社協だより「ふれあい」の発行 

・ＳＮＳ及びＦＭラジオの活用 

・ホームページ及び社協スタッフＢＬＯＧ等の充実 

・社協活動情報発信委員会の開催 

現
状
と
課
題 

・社協活動情報発信委員会を毎月開催し、

情報発信のあり方や企画等について検討し

ています。 

・年４回発行の社協だより、ホームページ、社

協スタッフＢＬＯＧ等を中心に活動内容を広

報しています。 

・一方、社協のことを知らない市民も多いた

め、若い世代から高齢世代まで必要な方に

情報が届けられるような工夫が必要です。 

今
後
の
取
り
組
み 

・今後も社協活動情報発信委員会

を開催し、効果的な情報発信のあ

り方（読んでもらうための工夫、知

ってもらうための工夫、市の情報発

信機能との連携等）について検討

します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・社協の情報発信の機能が強化され、社協の認知度が上がっている。 

・地域福祉の理解者や社協の活動事業に参加する市民が増え、地域共生社会の実現に向けた

取り組みが進んでいる。 

 

 

 

 

活動事業② オンラインやＩＣＴを活用した社協活動の発信 

推進する事業 ・ＩＣＴの導入による業務改善の推進 

・オンライン会議及び研修会等の充実 

現
状
と
課
題 

・中期経営計画（業務改革推進班）におい

て、事務事業の改善・効率化等について協議

をしていますが、ＩＣＴの導入により、さらに改

善が図れる分野や事務事業があります。 

・コロナ感染防止対策として、オンライン会議

や研修会を始めましたが、環境面でのハード

の整備が必要です。 

今
後
の
取
り
組
み 

・ＩＣＴの導入により、業務負担の軽

減を図ります。 

・外部団体が主催する研修会等も

含め、今後もオンラインによる会議

等の場面が多くなることが予測さ

れるため、必要な環境整備を行い

ます。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・事務の簡素化と効率化が図られ、職員の業務負担が軽減されている。 

・時間の効率化が図られ、働きやすい職場環境につながっている。 
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活活動動項項目目（（３３））  民民間間財財源源のの強強化化とと助助成成金金ののあありり方方検検討討  

活動事業① 地域生活課題解決のための財源の確保 

推進する事業 ・会費、寄附金、共同募金 

・寄附付き自動販売機   

・ファンドレイジング 

現
状
と
課
題 

・社協の組織運営はもとより、地域に根差し

た地域福祉事業を継続するため、自主財源

の確保が必要です。 

・一方、社会状況の変化（少子高齢化、人口

減少、コロナ禍における様々な影響等）によ

り、会費、寄附金、共同募金配分金の収入が

減少傾向にあります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・社協活動の理解者、応援者にご

協力いただく会員会費の拡充に努

めます。 

・寄附付き自動販売機の設置台数

を拡充します。 

・ファンドレイジングの導入について

検討します。 

・会費、寄附金、共同募金配分金

等の使途の見える化に努めます。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・社協活動の理解者や応援者が増え、地域生活課題を解決するための財源確保が進んでい

る。 

 
 
 

活活動動項項目目（（４４））  社社協協ガガババナナンンススととししててのの理理事事会会・・評評議議員員会会のの協協議議機機能能強強化化  

活動事業① 「協議会」としての機能強化と職員との交流の場づくり 

推進する事業 ・役員評議員合同研修会の開催 

・地域懇談会への参加促進 ・職員との交流 

現
状
と
課
題 

・法人運営に係る議決事項を審議いただくた

め、原則として年４回理事会・評議員会を開

催しています。 

・理事で構成する３部会（総務企画財政部

会・地域福祉部会・在宅福祉部会）と評議員

で構成する全員研究会を設置し、調査研究

等を行っています（役員評議員合同研修会と

しても位置付けています）。 

今
後
の
取
り
組
み 

・「地域共生社会の実現」をキーワ

ードに、役員評議員合同研修会を

継続して開催します。 

・職員と共に学べる場や交流でき

る場づくりについて検討します。 

・役員、評議員が地域での協議の

場（地域懇談会等）に参加してい

ただけるよう働きかけます。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・「協議会」としての機能を強化しつつ、地域共生社会の実現に向けた取り組みを役員、評議

員、職員が一体となって進めている。 
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活活動動項項目目（（３３））  民民間間財財源源のの強強化化とと助助成成金金ののあありり方方検検討討  

活動事業① 地域生活課題解決のための財源の確保 

推進する事業 ・会費、寄附金、共同募金 

・寄附付き自動販売機   

・ファンドレイジング 

現
状
と
課
題 

・社協の組織運営はもとより、地域に根差し

た地域福祉事業を継続するため、自主財源

の確保が必要です。 

・一方、社会状況の変化（少子高齢化、人口

減少、コロナ禍における様々な影響等）によ

り、会費、寄附金、共同募金配分金の収入が

減少傾向にあります。 

今
後
の
取
り
組
み 

・社協活動の理解者、応援者にご

協力いただく会員会費の拡充に努

めます。 

・寄附付き自動販売機の設置台数

を拡充します。 

・ファンドレイジングの導入について

検討します。 

・会費、寄附金、共同募金配分金

等の使途の見える化に努めます。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・社協活動の理解者や応援者が増え、地域生活課題を解決するための財源確保が進んでい

る。 

 
 
 

活活動動項項目目（（４４））  社社協協ガガババナナンンススととししててのの理理事事会会・・評評議議員員会会のの協協議議機機能能強強化化  

活動事業① 「協議会」としての機能強化と職員との交流の場づくり 

推進する事業 ・役員評議員合同研修会の開催 

・地域懇談会への参加促進 ・職員との交流 

現
状
と
課
題 

・法人運営に係る議決事項を審議いただくた

め、原則として年４回理事会・評議員会を開

催しています。 

・理事で構成する３部会（総務企画財政部

会・地域福祉部会・在宅福祉部会）と評議員

で構成する全員研究会を設置し、調査研究

等を行っています（役員評議員合同研修会と

しても位置付けています）。 

今
後
の
取
り
組
み 

・「地域共生社会の実現」をキーワ

ードに、役員評議員合同研修会を

継続して開催します。 

・職員と共に学べる場や交流でき

る場づくりについて検討します。 

・役員、評議員が地域での協議の

場（地域懇談会等）に参加してい

ただけるよう働きかけます。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・「協議会」としての機能を強化しつつ、地域共生社会の実現に向けた取り組みを役員、評議

員、職員が一体となって進めている。 

活活動動項項目目（（５５））  事事務務局局内内連連携携をを推推進進すするる話話しし合合いいのの場場づづくくりり★★  

活動事業① 全課参加型の会議の推進 

推進する事業 ・地域福祉担当者会議の開催 

現
状
と
課
題 

・１０圏域の地域福祉担当者が集う会議を毎

月開催しています。 今
後
の
取
り
組
み 

・局内における横の連携を強化す

るため、地域福祉担当者だけでな

く、他部署（総務課・企画福祉課・

在宅福祉課）の担当職員も参加す

る仕組みを作ります。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・各部門の専門性や意見を出し合える担当者レベルの会議として機能し、局内の横の連携が図

られている。 

 
 
 

活動事業② 事務局内連携の体制づくり 

推進する事業 ・課長会議の開催 

・職員研修の開催 

現
状
と
課
題 

・会長、常務理事兼事務局長、各課支所長が

参加する連絡調整会議を毎月開催していま

す。 

・各課及び事業所がテーマと企画を出し合

い、概ね月１回ペースで職員研修を開催して

います。 

今
後
の
取
り
組
み 

・局内における横の連携をさらに強

化するとともに、連絡調整会議に提

出する協議事項等を調整・検討す

るため、本所４課の課長会議を定

例開催します。 

・様々な形態の職員研修（階層別、

テーマ別等）を継続して開催しま

す。また、事例検討も積極的に行

い、各部門の専門性を活かした多

職種連携の視点も強化します。 

第４次地域福祉活動計画の到達点 

・局内の企画、連絡、調整機能が強化されている。 

・地域福祉の推進役を担う社協職員の知識や専門性、相談対応能力等が向上している。 
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【【５５】】進進捗捗管管理理・・推推進進体体制制  
  

（（１１））進進捗捗管管理理とと評評価価  
第４次地域福祉活動計画は、社協活動をすすめていく長期的な指針として位置づけられてい

ることから、各年度の事業計画に反映していきます。 

また、日々変わりゆく地域情勢や新たに制定される制度・施策に対応するため、評価委員会を

設置し、計画の進行状況や今後の方向性などの検討を行い、見直しを行います。評価委員会で

の評価結果については、理事会へ答申・承認された後に、評議員会へ報告し、承認を得ます。 
 

年年度度  
令令和和４４  

（（２２００２２２２））  

令令和和５５  

（（２２００２２３３））  

令令和和６６  

（（２２００２２４４））  

令令和和７７  

（（２２００２２５５））  

令令和和８８  

（（２２００２２６６））  

第第４４次次  

地地域域福福祉祉活活動動計計画画  
   

  

  

 

 

 

 

 

 

（（２２））ＰＰＤＤＣＣＡＡ・・ＣＣＡＡＰＰＤＤササイイククルルにに基基づづくく推推進進体体制制のの強強化化  
本計画を効果的かつ着実に推進していくため、各年度の事業計画に反映するためのＰＤＣＡ

（計画・実行・評価・改善）サイクルと既存事業を活性化させるための CAPD（評価・改善・計

画・実行）サイクルを組み合わせ、推進体制の強化を図っていきます。 
 

 

 

 

 

中中間間見見直直しし  

各各年年度度のの事事業業計計画画にに反反映映、、評評価価委委員員会会にによよるる評評価価 

第第４４次次東東広広島島市市社社会会福福祉祉協協議議会会地地域域福福祉祉活活動動計計画画 

計計画画  
（ＰＬＡＮ） 

実実行行  
（ＤＯ） 

評評価価  
（ＣＨＥＣＫ） 

改改善善  
（ＡＣＴＩＯＮ） 

実実行行  
（ＤＯ） 

評評価価  
（ＣＨＥＣＫ） 

改改善善  
（ＡＣＴＩＯＮ） 

各各年年度度事事業業計計画画  

計計画画  
（ＰＬＡＮ） 

評評価価委委員員会会 
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【【５５】】進進捗捗管管理理・・推推進進体体制制  
  

（（１１））進進捗捗管管理理とと評評価価  
第４次地域福祉活動計画は、社協活動をすすめていく長期的な指針として位置づけられてい

ることから、各年度の事業計画に反映していきます。 

また、日々変わりゆく地域情勢や新たに制定される制度・施策に対応するため、評価委員会を

設置し、計画の進行状況や今後の方向性などの検討を行い、見直しを行います。評価委員会で

の評価結果については、理事会へ答申・承認された後に、評議員会へ報告し、承認を得ます。 
 

年年度度  
令令和和４４  

（（２２００２２２２））  

令令和和５５  

（（２２００２２３３））  

令令和和６６  

（（２２００２２４４））  

令令和和７７  

（（２２００２２５５））  

令令和和８８  

（（２２００２２６６））  

第第４４次次  

地地域域福福祉祉活活動動計計画画  
   

  

  

 

 

 

 

 

 

（（２２））ＰＰＤＤＣＣＡＡ・・ＣＣＡＡＰＰＤＤササイイククルルにに基基づづくく推推進進体体制制のの強強化化  
本計画を効果的かつ着実に推進していくため、各年度の事業計画に反映するためのＰＤＣＡ

（計画・実行・評価・改善）サイクルと既存事業を活性化させるための CAPD（評価・改善・計

画・実行）サイクルを組み合わせ、推進体制の強化を図っていきます。 
 

 

 

 

 

中中間間見見直直しし  

各各年年度度のの事事業業計計画画にに反反映映、、評評価価委委員員会会にによよるる評評価価 

第第４４次次東東広広島島市市社社会会福福祉祉協協議議会会地地域域福福祉祉活活動動計計画画 

計計画画  
（ＰＬＡＮ） 

実実行行  
（ＤＯ） 

評評価価  
（ＣＨＥＣＫ） 

改改善善  
（ＡＣＴＩＯＮ） 

実実行行  
（ＤＯ） 

評評価価  
（ＣＨＥＣＫ） 

改改善善  
（ＡＣＴＩＯＮ） 

各各年年度度事事業業計計画画  

計計画画  
（ＰＬＡＮ） 

評評価価委委員員会会 
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特集　～東広島をもっとよりよいまちに～　第４次地域福祉活動計画を策定しています。

地域懇談会とは
　『地域懇談会』は、地区社協、住民自治協議会、民生委員児童委員
協議会、福祉施設をはじめ、企業やNPO法人、学校関係者やPTAな
ど様々な分野・世代の関係者にご参加いただき、自分たちの住んで
いる地域の強みや地域課題、自分たちが取り組めることなどを意見
交換してもらいました。参加された皆様からは、「世代間での意見交
換や分野を超えた考え方を知ることができて良かった」「また、続け
て開催してほしい」などの嬉しいご感想もたくさんいただきました。

地域懇談会参加者に聞きま
した！

“これからどんな地域になっ
てほしい？”

山本　重治さん
（西条南地区民生委員
児童委員協議会　会長）

箱田　倫大さん
（近畿大学工学部機械工学科４年
クリーンライフボランティア同好会）

吉田　拓生さん
（広島国際大学 健康科学部

医療福祉学科４年）

中野　正さん
（小谷小学校区市民協働
まちづくり協議会 会長）

学生と地域の方
との交流が増え
ればいいな！

みんなで頑張っ
て高齢者に優し
い地域を目指す

第４次地域福祉活動 計画策定に向けて、
         『地域懇談会』を開催しました！

大坂　雅子さん
（志和堀保育所）

地域のみんなで子
育て！みんな笑顔
になる地域☆☆

千田　康子さん
（原保育園保護者会 会長）

金田敏治さん
（東広島市立 河内小学校 校長）

これからも、地域
の皆さんに、さり
げない見守りを継
続してほしいです。

人のつながり地域
のつながりを大切
にしていきたい。

栗原　信明さん
（能良振興協議会 会長）

岡野　姫子さん
（手話サークルたけのこ）

人と人とのつながり
が深まり、聞こえない
不便に気づくことが
できる地域づくり

迫本　勝幸さん
（大田地区住民自治協議会 会長）

子ども達の原愛♡
故郷愛♡が深まる
町になってほしい
と思います。

信楽　和宏さん
（あすか住民自治協議会 会長）

笑 顔と 感 謝 の
日々を共に生き
ていきましょう

ど
ん
な
こ
と
で
も
気
軽

に
話
が
で
き
て
、
助
け

合
い
が
で
き
る
住
み
よ

い
地
域
に
し
た
い

人
と
人
と
の
つ
な
が
り

や
地
域
の
絆
を
深
め
て

い
く
！

子育て

助け合い

つながり

学生と地域

地域の方の期待に応
えられるよう、学生
も地域に出てつなが
りを深めたいです。

計画策定の流れ 
令和3年 4月　策定委員の選任、課題の整理 
令和3年 7月　第1回策定委員会（主旨説明）、地域懇談会実施（～ 11月） 
令和3年10月　第2回策定委員会（全体につ いて協議） 
令和3年11月　第3回策定員会（論点ごと・ 自治会単位、小学校区単位について協議） 
　　　　　　  第4回策定委員会（論点ごと・ 町域単位、市全域について協議） 
令和4年 1月　第5回策定委員会（まとめ）、 活動計画の最終まとめ 
令和4年 3月　地域福祉活動計画の完成 

3



ミニクイズ
の答え①地域福祉計画　　②５か年計画

川本　洋一さん
（㈲川本ストアー）山本　重治さん

（西条南地区民生委員
児童委員協議会　会長）

吉田　拓生さん
（広島国際大学 健康科学部

医療福祉学科４年）

中野　正さん
（小谷小学校区市民協働
まちづくり協議会 会長）

日野　正平さん
（本永病院）

医療が地域に根ざした身
近なものに！地域活動を
通じて、お互いを理解し、
知ることが大事！

世代間や地域間
の交流が活発に
なったらいいな！

第４次地域福祉活動 計画策定に向けて、
         『地域懇談会』を開催しました！

地域懇談会の様子

医療と福祉が連携
して黒瀬がもっと
盛り上がったらい
いですね。

中本　真吾さん
（社会福祉法人倫）

福富　純子さん
（原小学校PTA会長）

あたたかいつながり
の中で、子どもから
お年寄りまでイキイ
キ暮らせる町に。

山口　百合さん
（特定非営利活動法人　

陽だまり　放課後こどもクラブ）

林　和美さん
（福富生涯学習支援センター

生涯学習推進員）

思いはいっしょよ～。み
んなが豊かで幸せに暮
らせるように、みんなで
つながり、みんなで考え、
みんなで取り組んでいき
たいんじゃけぇ…

児玉　守夫さん
（住民自治協議会「四季の里宇山」 会長）

安心して暮らせる
地域づくりに取り
組んでいきたい。

交流

医療・福祉

暮らしやすいまち

子どもから大人まで
ずっと住んでいたい
と思えるような、
誰もが安心して暮ら
せる地域にしていけ
たらと思います。

みんなが住み
よい地域に！

兵頭　孝明さん
（西志和農園）

計画策定の流れ 
令和3年 4月　策定委員の選任、課題の整理 
令和3年 7月　第1回策定委員会（主旨説明）、地域懇談会実施（～ 11月） 
令和3年10月　第2回策定委員会（全体につ いて協議） 
令和3年11月　第3回策定員会（論点ごと・ 自治会単位、小学校区単位について協議） 
　　　　　　  第4回策定委員会（論点ごと・ 町域単位、市全域について協議） 
令和4年 1月　第5回策定委員会（まとめ）、 活動計画の最終まとめ 
令和4年 3月　地域福祉活動計画の完成 

　東広島市社協では、住み慣れた地域で安心して暮らし続ける
ことができるまちづくりと地域共生社会の実現に向けて、令
和４年度から８年度までの５か年計画である『第４次地域福
祉活動計画』を今年度中に策定することとしています。
　策定にあたっては、社協が昨年行った地域アセスメントに
加え、地域の方の声をしっかりと計画に反映させるため、市
内48地区で地域懇談会を実施しました。地域懇談会の意見を
もとに、現在20名の策定委員の皆様と共に、今後のふくしの
まちづくりの方向性やあり方について協議しています。

2

東広島社協だより「ふれあい」vol .214
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西西条条北北圏圏域域  西西条条南南圏圏域域  

八八本本松松圏圏域域  

志志和和圏圏域域  高高屋屋圏圏域域  
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黒黒瀬瀬圏圏域域  福福富富圏圏域域  

豊豊栄栄圏圏域域  

河河内内圏圏域域  安安芸芸津津圏圏域域  

各圏域の懇談会の様子 
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■■西西条条北北圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数１１００１１人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【小学校区分析コメント】 

 西条・龍王・三ツ城地区では、転入者が多い 

ことや気軽に集う場所が少ないことで居場所が 

ないことやつながりが希薄になっている課題が 

約５割を占める結果となった。他地区でも「つ 

ながりや交流」は同様に高い割合を示したが、 

地区によっては地域の環境面（交通量や道路）が 

大きな割合を占め、高齢者の交通・移動手段や担 

い手不足も平均的に課題として挙がった。    

た  

【全体分析コメント】 

 マンション等集合住宅が増え転入者、特に 

転入者や若い世代との交流が難しいことから 

「交流やつながり」が最も多く、次いで交通 

状況の問題や地域の中に気軽に集える拠点が 

ないことから「地域の環境等」「居場所・集う 

場所」という意見が多かった。人口流入が著し 

いことや活動拠点がないことが、交流やつなが 

りが難しい要因の一つと考えられる。     

担当者考察 

 都市部では、マンション等集合住宅も多く、

近隣住民同士で交流する機会が少ないことから

「交流やつながり」が共通課題となっている。

また、多世代・異文化交流の必要性を感じてい

るが、つながる方法が分からないことや他機関

との連携を望む声は多いが、企業や福祉施設等

を地域資源として捉えることやつながる方法が

分からないといったことも考えられる。                                                                                           

【②５年後のビジョン】 

 課題に多くあがった「交流やつながり」「居場

所・集う場所」に関連する意見が多く、地域に気

軽に集える魅力ある場所ができてほしいという

意見に加え、高齢者、若い世代、学生、外国人等

が参加できる場づくり・つながりづくり（多世代・

異文化交流）を地域資源である商業施設、福祉施

設を活用してすすめたいという意見が多かった。                                   

                                               

                                               

                                               

【③地域にできること】 

 自分でできることでは、継続して高齢者や子ど

もへの見守り、挨拶、声かけ活動や積極的に地域

に関わっていくという意見が多く、地域の取組み

では、福祉施設や企業、大学、社協といった多様

な関係機関団体、専門職と連携し、勉強会や相談

会の開催や多世代・異文化交流できる場づくり、

つながりづくりをしていきたいという意見があ

った。                             

【①地域の強み】 

 地域の強みとして、共通して地域資源（商業施

設、交通機関、医療機関・福祉施設等）が充実し

ており、買い物や通院といった生活利便性が高い

面や子育てしやすい環境にあること、災害が少な

く安心して生活ができるといった意見が多かっ

た。また、祭りや盆踊りといった地域行事・伝統

文化があることや挨拶や見守り活動が活発に行

われているという意見があった。                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                             

 

地域の課題・気になること 地域（参加者）の声・思い 
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■■西西条条北北圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数１１００１１人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【小学校区分析コメント】 

 西条・龍王・三ツ城地区では、転入者が多い 

ことや気軽に集う場所が少ないことで居場所が 

ないことやつながりが希薄になっている課題が 

約５割を占める結果となった。他地区でも「つ 

ながりや交流」は同様に高い割合を示したが、 

地区によっては地域の環境面（交通量や道路）が 

大きな割合を占め、高齢者の交通・移動手段や担 

い手不足も平均的に課題として挙がった。    

た  

【全体分析コメント】 

 マンション等集合住宅が増え転入者、特に 

転入者や若い世代との交流が難しいことから 

「交流やつながり」が最も多く、次いで交通 

状況の問題や地域の中に気軽に集える拠点が 

ないことから「地域の環境等」「居場所・集う 

場所」という意見が多かった。人口流入が著し 

いことや活動拠点がないことが、交流やつなが 

りが難しい要因の一つと考えられる。     

担当者考察 

 都市部では、マンション等集合住宅も多く、

近隣住民同士で交流する機会が少ないことから

「交流やつながり」が共通課題となっている。

また、多世代・異文化交流の必要性を感じてい

るが、つながる方法が分からないことや他機関

との連携を望む声は多いが、企業や福祉施設等

を地域資源として捉えることやつながる方法が

分からないといったことも考えられる。                                                                                           

【②５年後のビジョン】 

 課題に多くあがった「交流やつながり」「居場

所・集う場所」に関連する意見が多く、地域に気

軽に集える魅力ある場所ができてほしいという

意見に加え、高齢者、若い世代、学生、外国人等

が参加できる場づくり・つながりづくり（多世代・

異文化交流）を地域資源である商業施設、福祉施

設を活用してすすめたいという意見が多かった。                                   

                                               

                                               

                                               

【③地域にできること】 

 自分でできることでは、継続して高齢者や子ど

もへの見守り、挨拶、声かけ活動や積極的に地域

に関わっていくという意見が多く、地域の取組み

では、福祉施設や企業、大学、社協といった多様

な関係機関団体、専門職と連携し、勉強会や相談

会の開催や多世代・異文化交流できる場づくり、

つながりづくりをしていきたいという意見があ

った。                             

【①地域の強み】 

 地域の強みとして、共通して地域資源（商業施

設、交通機関、医療機関・福祉施設等）が充実し

ており、買い物や通院といった生活利便性が高い

面や子育てしやすい環境にあること、災害が少な

く安心して生活ができるといった意見が多かっ

た。また、祭りや盆踊りといった地域行事・伝統

文化があることや挨拶や見守り活動が活発に行

われているという意見があった。                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                             

 

地域の課題・気になること 地域（参加者）の声・思い 
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■■西西条条南南圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数 110033 人人））  
  

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【小学校区分析コメント】 

 西条・三ツ城・御薗宇は若い世代や転入者、

集合住宅が増加しているため『交流やつなが

り』の割合が特に多かった。また西条・三ツ

城では『集う場所』の課題が非常に多くあげ

られた。反対に中心部では少なかった『交通

手段』の課題が、板城・郷田・三永の山間地

域で顕著であった。集う場所と交通について

小学校区で差が見られる結果となった。                      

                     

【全体分析コメント】 

 『交流やつながり』の課題が一番多く、転

入者や学生・外国人、特に若い世代とのつな

がりが希薄だという意見が共通していた。「交

流をしたいが、集う場所がない」というハー

ド面の課題と「どのように関われば良いか分

からない」という関係づくりの課題に大きく

分けられる。次いで、『交通手段』『高齢者問

題』が多く、特に山間部では「高齢になると

交通手段がない」という意見が多くあった。                   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

担当者考察 

 小学校区別に見たとき、集う場所があり地の

住民が多い山間地域でも、『交流やつながり』の

課題が中心部と同程度あがっていた。これは、

『集う場所』の課題が解決されたとしても、『つ

ながり』の課題解決に直結する訳ではないこと、

山間地域でも同じように課題があるのだと考え

られる。既存の活動や強みを活かし、つながりの

無い住民も巻き込む活動が必要であると思う。                                                                                           

                      

【②５年後のビジョン】 

 誰もが集まれる場所を作りたい、学生・地域団

体・専門職などと連携して地域活動を進めたい、

行事を継続して地域全体を巻き込みたいなど、ど

の意見も最終的に、様々な人・機関との『つなが

りづくり』に結びつくものであった。また、少数

ではあるが、参加する人はいつも同じ、声を出せ

ない人を救いたいという意見や情報発信、防災、

お助け隊の組織についての意見も出ていた。                                                

                                               

【③地域にできること】 

 自分にできることは、地域行事への参加や集い

の場等の活動の継続、見守りや声掛け、挨拶をす

ることが主な意見であった。また、声があれば集

いの場の世話人ができるという意見もあった。協

力があればできることは、集いの場づくり、気軽

な相談窓口の設置、小地域～自治協単位の協議の

場づくり、自治協や専門職、学校と連携した地域

活動などで、今回の地域懇談会のような場を求め

る声も多くあった。                                                

                                               

                                               

                                               

                                               

                       

                       

                       

【①地域の強み】 

 「親切な人・協力的な人が多い」「挨拶や声掛け

をしてもらえる」という意見が多くあった。また、

地域行事に若い世代も参加している、外国人や学

校との交流の機会があるという意見から、地域内

の連携やつながりがすでにできていることが分

かった。しかし、地域活動に参加していない世帯・

世代とは交流が無いという意見もあった。その他

中心部は多様な地域資源や高い利便性、山間部は

豊かな自然と暮らし易さが強みとしてあがった。                                         

                                               

                                               

                                               

                                               

                       

                       

                       

                        

地域（参加者）の声・思い 地域の課題・気になること 



55

■■西西条条南南圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数 110033 人人））  
  

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【小学校区分析コメント】 

 西条・三ツ城・御薗宇は若い世代や転入者、

集合住宅が増加しているため『交流やつなが

り』の割合が特に多かった。また西条・三ツ

城では『集う場所』の課題が非常に多くあげ

られた。反対に中心部では少なかった『交通

手段』の課題が、板城・郷田・三永の山間地

域で顕著であった。集う場所と交通について

小学校区で差が見られる結果となった。                      

                     

【全体分析コメント】 

 『交流やつながり』の課題が一番多く、転

入者や学生・外国人、特に若い世代とのつな

がりが希薄だという意見が共通していた。「交

流をしたいが、集う場所がない」というハー

ド面の課題と「どのように関われば良いか分

からない」という関係づくりの課題に大きく

分けられる。次いで、『交通手段』『高齢者問

題』が多く、特に山間部では「高齢になると

交通手段がない」という意見が多くあった。                   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

担当者考察 

 小学校区別に見たとき、集う場所があり地の

住民が多い山間地域でも、『交流やつながり』の

課題が中心部と同程度あがっていた。これは、

『集う場所』の課題が解決されたとしても、『つ

ながり』の課題解決に直結する訳ではないこと、

山間地域でも同じように課題があるのだと考え

られる。既存の活動や強みを活かし、つながりの

無い住民も巻き込む活動が必要であると思う。                                                                                           

                      

【②５年後のビジョン】 

 誰もが集まれる場所を作りたい、学生・地域団

体・専門職などと連携して地域活動を進めたい、

行事を継続して地域全体を巻き込みたいなど、ど

の意見も最終的に、様々な人・機関との『つなが

りづくり』に結びつくものであった。また、少数

ではあるが、参加する人はいつも同じ、声を出せ

ない人を救いたいという意見や情報発信、防災、

お助け隊の組織についての意見も出ていた。                                                

                                               

【③地域にできること】 

 自分にできることは、地域行事への参加や集い

の場等の活動の継続、見守りや声掛け、挨拶をす

ることが主な意見であった。また、声があれば集

いの場の世話人ができるという意見もあった。協

力があればできることは、集いの場づくり、気軽

な相談窓口の設置、小地域～自治協単位の協議の

場づくり、自治協や専門職、学校と連携した地域

活動などで、今回の地域懇談会のような場を求め

る声も多くあった。                                                

                                               

                                               

                                               

                                               

                       

                       

                       

【①地域の強み】 

 「親切な人・協力的な人が多い」「挨拶や声掛け

をしてもらえる」という意見が多くあった。また、

地域行事に若い世代も参加している、外国人や学

校との交流の機会があるという意見から、地域内

の連携やつながりがすでにできていることが分

かった。しかし、地域活動に参加していない世帯・

世代とは交流が無いという意見もあった。その他

中心部は多様な地域資源や高い利便性、山間部は

豊かな自然と暮らし易さが強みとしてあがった。                                         

                                               

                                               

                                               

                                               

                       

                       

                       

                        

地域（参加者）の声・思い 地域の課題・気になること 
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■■八八本本松松圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数８８５５人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【小学校区分析コメント】 

 八本松は土地柄ゆえの問題意見が多く、団地で

は交通の不便さを課題とする意見が多い一方で、

比較的周りに地域資源がある所は高齢化やつな

がりを課題とする意見が多い。吉川では地域資源

（交通、商業施設、病院、公園等）がない事を挙

げる意見が 3 割を超えており、どの地区よりも高

い割合を占めている。平岩は八本松と西条北にま

たがる地域ゆえのつながりにくさや転入者との

交流、川上は転入者とのつながり、原は多世代交

流、行事が少ない意見が多く挙がった。                     

                     

【全体分析コメント】 

 『高齢者問題・担い手』『地域の環境等』『交流

やつながり』『交通手段・移動手段等』の 4 項目

で全体の 8 割を越える意見があった。細かくは

地域環境により異なるが、全体を通して行事や

場所、担い手がないために多世代交流の減少を

課題として挙げる地域が多い。『高齢者問題・担

い手』には若い世代や子どもの減少も含まれて

おり、子どもが遊ぶ公園がない意見も全体共通

で挙がった。                    

 

 

 

 

                    

                       

                       

担当者考察 

 全体として『高齢化』『子どもの減少』『若い

人たちとのつながりがない』と言った意見が多

い。地域の強みでは関係機関や企業との連携が

とれていると挙げているが、多世代交流の必要

性を理解しながらも現状は出来ておらず、PTA

役員からは「地域活動は自分の親世代がしてい

るので分からない」いった意見もあり、若い世

代が地域の事をまず知るきっかけや気持ちづく

りが大切ではないかと感じた。                      

                      

【②５年後のビジョン】 

 全体を通して『地域の中で助けあい・支えあえ

る関係づくり』の声が一番多くみられた。また、

『夏祭りなどの行事や地域の歴史を次世代に継

承して残していきたい』『次世代につないでいき

たい』意見はどの地区でも共通して出ており、強

みで自然環境を挙げている事と同様にその土地

を愛し、生活を続けていきたい思いの強さが感じ

られた。                                               

                                               

                                               

【③地域にできること】 

 全体共通として挨拶や見守り、サロン活動など

普段の活動を継続していく意見が多く挙がった。

特に八本松地区では今年度から取り組まれてい

る『あいさつ・声掛け・見守り運動』からつなが

り作りを大切にしていく意見が多い。吉川では農

業や行事、景観の継承に力を入れたい声が多く、

原では地域センターで交流活動に力を入れてい

きたい意見が多く、川上では関係機関が協力し意

見集約の場を設けること挙がった。                                                

                                               

                                               

                                               

                                               

                       

                       

                       

【①地域の強み】 

 自然や景観が素晴らしく住みやすいとの意見

はどの地区でも挙げられた。地域別の強みとし

て、八本松地区では自治協・福祉会・地区社協・

サロン活動が積極的で、情報連携もできている事

を挙げる声が多かった。吉川では企業（マイクロ

ン）との連携や特認校について誇れるものがある

意見が多く挙がった。平岩では駅や商業施設、病

院等の地域資源が多い点。川上では若い世代が増

えてきている点、原では周辺に福祉施設など社会

資源が充実している点が挙がっている。                                       

                                               

                                               

                                               

                                               

                       

                       

                       

                       

地域の課題・気になること 地域（参加者）の声・思い 
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■■八八本本松松圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数８８５５人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【小学校区分析コメント】 

 八本松は土地柄ゆえの問題意見が多く、団地で

は交通の不便さを課題とする意見が多い一方で、

比較的周りに地域資源がある所は高齢化やつな

がりを課題とする意見が多い。吉川では地域資源

（交通、商業施設、病院、公園等）がない事を挙

げる意見が 3 割を超えており、どの地区よりも高

い割合を占めている。平岩は八本松と西条北にま

たがる地域ゆえのつながりにくさや転入者との

交流、川上は転入者とのつながり、原は多世代交

流、行事が少ない意見が多く挙がった。                     

                     

【全体分析コメント】 

 『高齢者問題・担い手』『地域の環境等』『交流

やつながり』『交通手段・移動手段等』の 4 項目

で全体の 8 割を越える意見があった。細かくは

地域環境により異なるが、全体を通して行事や

場所、担い手がないために多世代交流の減少を

課題として挙げる地域が多い。『高齢者問題・担

い手』には若い世代や子どもの減少も含まれて

おり、子どもが遊ぶ公園がない意見も全体共通

で挙がった。                    

 

 

 

 

                    

                       

                       

担当者考察 

 全体として『高齢化』『子どもの減少』『若い

人たちとのつながりがない』と言った意見が多

い。地域の強みでは関係機関や企業との連携が

とれていると挙げているが、多世代交流の必要

性を理解しながらも現状は出来ておらず、PTA

役員からは「地域活動は自分の親世代がしてい

るので分からない」いった意見もあり、若い世

代が地域の事をまず知るきっかけや気持ちづく

りが大切ではないかと感じた。                      

                      

【②５年後のビジョン】 

 全体を通して『地域の中で助けあい・支えあえ

る関係づくり』の声が一番多くみられた。また、

『夏祭りなどの行事や地域の歴史を次世代に継

承して残していきたい』『次世代につないでいき

たい』意見はどの地区でも共通して出ており、強

みで自然環境を挙げている事と同様にその土地

を愛し、生活を続けていきたい思いの強さが感じ

られた。                                               

                                               

                                               

【③地域にできること】 

 全体共通として挨拶や見守り、サロン活動など

普段の活動を継続していく意見が多く挙がった。

特に八本松地区では今年度から取り組まれてい

る『あいさつ・声掛け・見守り運動』からつなが

り作りを大切にしていく意見が多い。吉川では農

業や行事、景観の継承に力を入れたい声が多く、

原では地域センターで交流活動に力を入れてい

きたい意見が多く、川上では関係機関が協力し意

見集約の場を設けること挙がった。                                                

                                               

                                               

                                               

                                               

                       

                       

                       

【①地域の強み】 

 自然や景観が素晴らしく住みやすいとの意見

はどの地区でも挙げられた。地域別の強みとし

て、八本松地区では自治協・福祉会・地区社協・

サロン活動が積極的で、情報連携もできている事

を挙げる声が多かった。吉川では企業（マイクロ

ン）との連携や特認校について誇れるものがある

意見が多く挙がった。平岩では駅や商業施設、病

院等の地域資源が多い点。川上では若い世代が増

えてきている点、原では周辺に福祉施設など社会

資源が充実している点が挙がっている。                                       

                                               

                                               

                                               

                                               

                       

                       

                       

                       

地域の課題・気になること 地域（参加者）の声・思い 
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■■志志和和圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数４４７７人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【①地域の強み】 

 「人が温かく、地域の人同士つながりが強い」、                                                

「隣り同士協力的でつながりが強く、お互い助け

合う気持ちが強い」、「団結力がある」、「地域の行

事に協力的でまとまりやすい」など、地域の人 

同士の繋がりの強さを地域の強みとして挙げる

人がとても多かった。                                               

また、「自然が多く、ホタルなどがおり、気持ちが                                               

和む」といった自然環境の良さを強みとして挙げ

ている人も多かった。                         

                                               

                       

                       

                       

 

地域の課題・気になること 地域（参加者）の声・思い 

【全体分析コメント】 

 地域の中で高齢者が増加し、子どもや若者が減

少していることに伴い、地域活動を引き継いでく

れる次世代がおらず、地域活動の継続が困難にな

ることに危機感を抱いている人が最も多かった。 

 また、「交通手段」の問題や「空き家」「田畑の

草刈り」などの地域環境の問題とともに、若者世

代や転入者、外国人とのつながりの弱さを課題と

して挙げている声も多かった。                   

                     

【小学校区分析コメント】 

 いずれの小学校区においても、「高齢者問

題」と「担い手不足」を地域の課題として挙げ

ている人が最も多かった。          

 一方で、小学校区ごとの特徴的な課題とし

ては、西志和では外国人とのつながりづくり、

東志和では小学校統合後の子どもたちとの交

流、志和堀では災害時の避難先がそれぞれ挙

げられていた。              

                      

【②５年後のビジョン】 

 「地域のみんなで助け合って協力して暮らせる地

域」「何かあった時に、隣近所で助け合える地域」と

いったように、お互いに助け合いのできる地域を目

指すべき地域像として挙げる人が最も多かった。                             

 また、「若い人と連携・コミュニケーションが取

れる地域」「価値観の違いを認め合い、外国人労働

者とも共生のできる優しい地域」「閉校後も地域の

子どもたちの見守りが継続できる地域」など、世代

や人種を超えた繋がりのある地域像を挙げる声も

多かった。                      

                                               

【③地域にできること】 

 5 年後のビジョンの実現に向けた地域での取組

みとして、「近所のちょっとした困りごとを解決す

るための活動を行う」、「高齢者や一人暮らしの方

のちょっとした困りごとを有償で担う組織を立ち

上げる」といった助け合い活動に関する取組みや、

「若いお母さん、近所の障害のある人たち、地域の

外国人などと交流を持つ・企画する」といった繋が

りづくりに関する取組みが多く挙げられていた。                     

                      

                                               

                                               

                                               

                                               

担当者考察 

 志和町は、町内に長く住んでおられる方がとても

多く、地の人同士のつながりが非常に強い地域であ

る。そのため、お互いにつながり合える基盤はすで

にしっかりと築かれているので、そこに若者世代や

外国人、転入者などの地の人以外との豊かなつなが

りが加われば、「地域のみんなで助け合って協力し

て暮らせる地域」を実現していけるものと思われ

る。また、地域の中での「助け合い」を実現してい

くためには、活動を組織化することが今後必要とな

ってくるものと思われる。                                                                                          

                                                                                                



59

■■志志和和圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数４４７７人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【①地域の強み】 

 「人が温かく、地域の人同士つながりが強い」、                                                

「隣り同士協力的でつながりが強く、お互い助け

合う気持ちが強い」、「団結力がある」、「地域の行

事に協力的でまとまりやすい」など、地域の人 

同士の繋がりの強さを地域の強みとして挙げる

人がとても多かった。                                               

また、「自然が多く、ホタルなどがおり、気持ちが                                               

和む」といった自然環境の良さを強みとして挙げ

ている人も多かった。                         

                                               

                       

                       

                       

 

地域の課題・気になること 地域（参加者）の声・思い 

【全体分析コメント】 

 地域の中で高齢者が増加し、子どもや若者が減

少していることに伴い、地域活動を引き継いでく

れる次世代がおらず、地域活動の継続が困難にな

ることに危機感を抱いている人が最も多かった。 

 また、「交通手段」の問題や「空き家」「田畑の

草刈り」などの地域環境の問題とともに、若者世

代や転入者、外国人とのつながりの弱さを課題と

して挙げている声も多かった。                   

                     

【小学校区分析コメント】 

 いずれの小学校区においても、「高齢者問

題」と「担い手不足」を地域の課題として挙げ

ている人が最も多かった。          

 一方で、小学校区ごとの特徴的な課題とし

ては、西志和では外国人とのつながりづくり、

東志和では小学校統合後の子どもたちとの交

流、志和堀では災害時の避難先がそれぞれ挙

げられていた。              

                      

【②５年後のビジョン】 

 「地域のみんなで助け合って協力して暮らせる地

域」「何かあった時に、隣近所で助け合える地域」と

いったように、お互いに助け合いのできる地域を目

指すべき地域像として挙げる人が最も多かった。                             

 また、「若い人と連携・コミュニケーションが取

れる地域」「価値観の違いを認め合い、外国人労働

者とも共生のできる優しい地域」「閉校後も地域の

子どもたちの見守りが継続できる地域」など、世代

や人種を超えた繋がりのある地域像を挙げる声も

多かった。                      

                                               

【③地域にできること】 

 5 年後のビジョンの実現に向けた地域での取組

みとして、「近所のちょっとした困りごとを解決す

るための活動を行う」、「高齢者や一人暮らしの方

のちょっとした困りごとを有償で担う組織を立ち

上げる」といった助け合い活動に関する取組みや、

「若いお母さん、近所の障害のある人たち、地域の

外国人などと交流を持つ・企画する」といった繋が

りづくりに関する取組みが多く挙げられていた。                     

                      

                                               

                                               

                                               

                                               

担当者考察 

 志和町は、町内に長く住んでおられる方がとても

多く、地の人同士のつながりが非常に強い地域であ

る。そのため、お互いにつながり合える基盤はすで

にしっかりと築かれているので、そこに若者世代や

外国人、転入者などの地の人以外との豊かなつなが

りが加われば、「地域のみんなで助け合って協力し

て暮らせる地域」を実現していけるものと思われ

る。また、地域の中での「助け合い」を実現してい

くためには、活動を組織化することが今後必要とな

ってくるものと思われる。                                                                                          
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地域（参加者）の声・思い 

■■高高屋屋圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数８８２２人人）） 

    
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【小学校区分析コメント】 

 近隣との交流の場や集まる機会が少ないこと 

や地域の担い手不足、買い物や通院の移動手段、

粗大ごみ等の処理の問題や休耕田の管理などの

問題が挙がっているが、町内は田園地域や都市

部もあり、小学校区範囲内でも課題が合うため、

地域の課題の解決に向けて小地域単位での協

議・検討の場づくりが必要となってくる。                     

                     

                     

【全体分析コメント】 

 高齢化による地域行事やイベントなどの担い 

手不足、高齢者の見守りの仕組みづくり、買い 

物・通院等の交通弱者の増加の問題、世代間の 

つながりの希薄化など、団塊世代の高齢化に備 

えて、小地域での協議・検討の場づくりが必要 

となってくる。                   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

担当者考察 

 高齢化による担い手不足や地域行事の衰退 

など地域の担い手を増やしていくために地域 

デビュー講座や研修会開催や地域の各種ボラン

ティアグループ等の団体との連携、地域住民同

士のつながりの希薄化等から、地域住民が交流

できる居場所づくりや地域課題解決のための話

し合いの場づくりを進めて行くことが必要であ

ると考える。                                                                                           

                      

【②５年後のビジョン】 

 地域住民が集まる場所を作るなど、ご近所同士

が気軽に声を掛け合える、横のつながりづくりを

大切にしたい、若い世代が住みやすいように定住

促進に力を入れる、交通の利便性がよくなって欲

しい、ＳＯＳを発信できない人の困りごと高齢者

でも生活しやすい仕組みづくりを行うなどの意

見が挙がった。                                             

                                               

                                               

【③地域にできること】 

 自主的にあいさつ（運動）や地域で困りご 

とを抱えている住民に声掛けや出会ったらな

るべく話をする、見守りを兼ねて訪問すること

や、サロンや通いの場など小地域の集まりに参

加することで、地域住民に気軽に声を掛けやす

くなった、また、横のつながりをつくる、話し

合いの場（世代間・自治会・区長・サロンなど）

を作るなどの意見が挙がった。                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                       

                       

                       

【①地域の強み】 

 各小学校区の自治協や自治会・区長会、お助

け隊、地区社協・サロン世話人交流会、老人会

等で、毎月、定期的に集まって話し合いや研修

会を開催するなど既存の話し合う場があり、関

係機関と連携し、既に地域課題解決に向けた取

り組みを行っている地域もある。社協や関係機

関・専門職等が既存、もしくは新たな協議体と

連携し、住民だけでは解決できない課題解決に

取り組んでいく必要がある。                                                                                           

                                               

                                               

                       

                       

                       

 

地域の課題・気になること 
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地域（参加者）の声・思い 

■■高高屋屋圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数８８２２人人）） 

    
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【小学校区分析コメント】 

 近隣との交流の場や集まる機会が少ないこと 

や地域の担い手不足、買い物や通院の移動手段、

粗大ごみ等の処理の問題や休耕田の管理などの

問題が挙がっているが、町内は田園地域や都市

部もあり、小学校区範囲内でも課題が合うため、

地域の課題の解決に向けて小地域単位での協

議・検討の場づくりが必要となってくる。                     

                     

                     

【全体分析コメント】 

 高齢化による地域行事やイベントなどの担い 

手不足、高齢者の見守りの仕組みづくり、買い 

物・通院等の交通弱者の増加の問題、世代間の 

つながりの希薄化など、団塊世代の高齢化に備 

えて、小地域での協議・検討の場づくりが必要 

となってくる。                   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

担当者考察 

 高齢化による担い手不足や地域行事の衰退 

など地域の担い手を増やしていくために地域 

デビュー講座や研修会開催や地域の各種ボラン

ティアグループ等の団体との連携、地域住民同

士のつながりの希薄化等から、地域住民が交流

できる居場所づくりや地域課題解決のための話

し合いの場づくりを進めて行くことが必要であ

ると考える。                                                                                           

                      

【②５年後のビジョン】 

 地域住民が集まる場所を作るなど、ご近所同士

が気軽に声を掛け合える、横のつながりづくりを

大切にしたい、若い世代が住みやすいように定住

促進に力を入れる、交通の利便性がよくなって欲

しい、ＳＯＳを発信できない人の困りごと高齢者

でも生活しやすい仕組みづくりを行うなどの意

見が挙がった。                                             

                                               

                                               

【③地域にできること】 

 自主的にあいさつ（運動）や地域で困りご 

とを抱えている住民に声掛けや出会ったらな

るべく話をする、見守りを兼ねて訪問すること

や、サロンや通いの場など小地域の集まりに参

加することで、地域住民に気軽に声を掛けやす

くなった、また、横のつながりをつくる、話し

合いの場（世代間・自治会・区長・サロンなど）

を作るなどの意見が挙がった。                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                       

                       

                       

【①地域の強み】 

 各小学校区の自治協や自治会・区長会、お助

け隊、地区社協・サロン世話人交流会、老人会

等で、毎月、定期的に集まって話し合いや研修

会を開催するなど既存の話し合う場があり、関

係機関と連携し、既に地域課題解決に向けた取

り組みを行っている地域もある。社協や関係機

関・専門職等が既存、もしくは新たな協議体と

連携し、住民だけでは解決できない課題解決に

取り組んでいく必要がある。                                                                                           

                                               

                                               

                       

                       

                       

 

地域の課題・気になること 
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■■黒黒瀬瀬圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数８８３３人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【①地域の強み】 

 全域において、高齢者・子どもの登下校時の見

守り活動ができており、地域行事や高齢者の健

康づくりに熱心であるという意見が多く、環境

面では豊かな自然環境に加え、東呉道による山

陽道や空港への利便性の向上、呉市や広島市な

どへの交通アクセスの良さ、保育園から小・中・

高・大学、特別支援学校までの教育施設が揃い、

学生が地域活動に参加できることが挙がってい

る。                                    

地域（参加者）の声・思い 

【小学校区分析コメント】 

 共通課題は子育てに関する環境整備、特に公園

がないことが挙げられた。板城西、上黒瀬、乃美尾、

下黒瀬では世代間のつながりの必要性や若い人と

の意見交換の場づくり、農業の維持などが課題と

された。住宅団地の多い中黒瀬では独居高齢者の

増加や自治会未加入世帯との交流手段が課題とさ

れ、30～40 代の参加者からは子育て親同士のつな

がりや地域活動等の情報発信への意見もあり、若

い世代へのつながり支援の課題も表出した。 

                         

【全体分析コメント】 

 「地域環境（空き家や交通量の増加、公園が無

い等）」の具体的な課題と、「住民相互のつながり

等」今以上に良くしたいという視点で課題を捉

えた意見が多く、車が無い生活に対する不安の

意見もあった。農村部と住宅団地等で課題認識

に差があったのは、買い物等日常生活について

の利便性である。その他、幅広い世代への情報発

信と大学生の力、地域公共交通のさくらバスへ

の期待が高いのは黒瀬地区の特徴的。                    

                      

                      

                      

                      

                      

【②５年後のビジョン】 

 全域に共通した意見は『若者も含め地域の住

民が気軽に意見交換できる場がある』、『行事や

イベントなどの地域の伝統を継続・継承される

仕組みを作っていく』ことが挙がっている。ま

た、『学生や子育て世代にも情報が行きわたる仕

組み』や、『気軽に相談できる仕組み』を作るこ

とで、世代に関係なく孤立を防ぐ地域を作り、高

齢者だけでなく若い人や子どもにとって住みや

すい町にしていきたいという意見もあった。                                               

                                               

【③地域でできること】 

 世代に関わらず最も多かったのは「顔の見えるつな

がりづくり」に取り組むことである。個人では挨拶や

健康維持、自分が地域に興味を持ち地域活動に参加す

ることで維持継続を図る等の意見が多かった。 

この他、小地域での意見交換の場づくりや活動拠点と

して場の提供、学生による情報発信、近隣での見守り・

声掛けの継続など、住民間で取り組みたい活動につい

ても基本を押さえた積極的な意見が挙がった。                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

担当者考察 

 懇談会には、意図的に自治協や地区社協と接点が少

ない世代の方に多くご参加いただいた。このため、若

い世代に対する情報やつながりの無さが課題として

表出したことは新たな発見である。また、自治協など

の地縁組織から『若い世代との意見交換やその場づく

りを行い、地域の活性化を図りたい』という意見が多

く挙がったことは、今後の地域における協議の場の設

定について生かすべき点である。懇談会では「住民相

互のつながり」を重視する声が多い一方、見守りや声

掛けから派生する相談ごとに対する地域の支援体制

や仕組みが整っていない現状は今後、協議すべき大き

な課題の一つであると考える。           

                                                                                                

地域の課題・気になること 
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■■黒黒瀬瀬圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数８８３３人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

【①地域の強み】 

 全域において、高齢者・子どもの登下校時の見

守り活動ができており、地域行事や高齢者の健

康づくりに熱心であるという意見が多く、環境

面では豊かな自然環境に加え、東呉道による山

陽道や空港への利便性の向上、呉市や広島市な

どへの交通アクセスの良さ、保育園から小・中・

高・大学、特別支援学校までの教育施設が揃い、

学生が地域活動に参加できることが挙がってい

る。                                    

地域（参加者）の声・思い 

【小学校区分析コメント】 

 共通課題は子育てに関する環境整備、特に公園

がないことが挙げられた。板城西、上黒瀬、乃美尾、

下黒瀬では世代間のつながりの必要性や若い人と

の意見交換の場づくり、農業の維持などが課題と

された。住宅団地の多い中黒瀬では独居高齢者の

増加や自治会未加入世帯との交流手段が課題とさ

れ、30～40 代の参加者からは子育て親同士のつな

がりや地域活動等の情報発信への意見もあり、若

い世代へのつながり支援の課題も表出した。 

                         

【全体分析コメント】 

 「地域環境（空き家や交通量の増加、公園が無

い等）」の具体的な課題と、「住民相互のつながり

等」今以上に良くしたいという視点で課題を捉

えた意見が多く、車が無い生活に対する不安の

意見もあった。農村部と住宅団地等で課題認識

に差があったのは、買い物等日常生活について

の利便性である。その他、幅広い世代への情報発

信と大学生の力、地域公共交通のさくらバスへ

の期待が高いのは黒瀬地区の特徴的。                    

                      

                      

                      

                      

                      

【②５年後のビジョン】 

 全域に共通した意見は『若者も含め地域の住

民が気軽に意見交換できる場がある』、『行事や

イベントなどの地域の伝統を継続・継承される

仕組みを作っていく』ことが挙がっている。ま

た、『学生や子育て世代にも情報が行きわたる仕

組み』や、『気軽に相談できる仕組み』を作るこ

とで、世代に関係なく孤立を防ぐ地域を作り、高

齢者だけでなく若い人や子どもにとって住みや

すい町にしていきたいという意見もあった。                                               

                                               

【③地域でできること】 

 世代に関わらず最も多かったのは「顔の見えるつな

がりづくり」に取り組むことである。個人では挨拶や

健康維持、自分が地域に興味を持ち地域活動に参加す

ることで維持継続を図る等の意見が多かった。 

この他、小地域での意見交換の場づくりや活動拠点と

して場の提供、学生による情報発信、近隣での見守り・

声掛けの継続など、住民間で取り組みたい活動につい

ても基本を押さえた積極的な意見が挙がった。                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

担当者考察 

 懇談会には、意図的に自治協や地区社協と接点が少

ない世代の方に多くご参加いただいた。このため、若

い世代に対する情報やつながりの無さが課題として

表出したことは新たな発見である。また、自治協など

の地縁組織から『若い世代との意見交換やその場づく

りを行い、地域の活性化を図りたい』という意見が多

く挙がったことは、今後の地域における協議の場の設

定について生かすべき点である。懇談会では「住民相

互のつながり」を重視する声が多い一方、見守りや声

掛けから派生する相談ごとに対する地域の支援体制

や仕組みが整っていない現状は今後、協議すべき大き

な課題の一つであると考える。           

                                                                                                

地域の課題・気になること 



  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

地域の課題・気になること 地域（参加者）の声・思い 

【小学校区分析コメント】 

 3 地区共通で「商店がない」「空き家が多い」等の

地域環境に関する意見が多く聞かれ、次いで「少子

高齢化」「過疎化」等の担い手不足の課題が多く聞か

れた。また、竹仁地区、久芳地区の集計が似ている

に対し、３地区の中で高齢化率が高く、人口の最も

少ない上戸野地区では、他の 2 地区に比べ、農業や

地域行事の「高齢者問題・担い手」に関する課題が

多く聞かれたのが特徴的であった。                  

 

【全体分析コメント】 

 全体として、人口減少に伴う地域行事等の「担い

手不足」や耕作放棄地や農地への害鳥獣被害等の

「地域環境」の課題が多く聞かれた。また子育て世

代から高齢者までの多くの世代から買い物・通勤・

通学に利用する「交通・移動手段」への意見が多く

聞かれた。また、一方で地域の繋がりが希薄になり

つつあるという意見も聞かれ、ハード面とソフト面

どちらの意見も地域懇談会で課題として挙がった。                  

 

                        

 

 

担当者考察 

 人が少ないことを課題としてあげる人がいれ

ば、人がいないからここに来たという移住者も

居り、課題が一方で強みになるのだと感じさせ

られた地域懇談会であった。高齢化による担い

手不足で地域活動の現状維持すら難しい地域が

多くある中で、今後は横の繋がりだけなく多世

代の繋がりづくりができる場・活動が必要にな

ってくると感じた。              

 

              

【②５年後のビジョン】 

 I ターンや U ターンの人を増やせる魅力ある地

域にしたいと考える人が多かった。そのために

SNS 等を活用した積極的な情報発信や移住促進

だけでなく福富町の応援団を増やす活動を行っ

ていきたいという意見が聞かれた。また、世代間

交流の場づくりの拡充や災害に強い地域づくり

等の意見が聞かれた                   

                       

【③地域にできること】 

 個人でできることとして、百歳体操の参加によ

る健康寿命の延伸、声掛け、見守り等が挙げられ

た。また、地域で協力してできそうなこととして

男性の集える場の創出やちょっとしたことを手

助けしてくれるおたすけ隊活動、世代間交流の場

づくり等が挙げられた。また、サロンや通いの場

等の小地域活動を活性化することで希薄になり

つつあるコミュニティの再構築を目指したい。                       

【①地域の強み】 

 小さな地域であるため顔見知りが多く、昔なが

らのご近所同士の繋がりも今だに強い。道の駅・

福富ダム・カドーレ等魅力的な施設が多く、人が

集まる施設も多く存在する。          

 また、車で市街地まで 20 分程度で行けるため、

都会過ぎず田舎過ぎず住みやすい地域である。 

農業も盛んでご近所同士のお裾分けが自然にで

きる人情味のある地域である。                                               

                                               

                                               

                                                             

                       

                       

                       

 

■■福福富富圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数４４１１人人）） 
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地域の課題・気になること 地域（参加者）の声・思い 

【小学校区分析コメント】 

 3 地区共通で「商店がない」「空き家が多い」等の

地域環境に関する意見が多く聞かれ、次いで「少子

高齢化」「過疎化」等の担い手不足の課題が多く聞か

れた。また、竹仁地区、久芳地区の集計が似ている

に対し、３地区の中で高齢化率が高く、人口の最も

少ない上戸野地区では、他の 2 地区に比べ、農業や

地域行事の「高齢者問題・担い手」に関する課題が

多く聞かれたのが特徴的であった。                  

 

【全体分析コメント】 

 全体として、人口減少に伴う地域行事等の「担い

手不足」や耕作放棄地や農地への害鳥獣被害等の

「地域環境」の課題が多く聞かれた。また子育て世

代から高齢者までの多くの世代から買い物・通勤・

通学に利用する「交通・移動手段」への意見が多く

聞かれた。また、一方で地域の繋がりが希薄になり

つつあるという意見も聞かれ、ハード面とソフト面

どちらの意見も地域懇談会で課題として挙がった。                  

 

                        

 

 

担当者考察 

 人が少ないことを課題としてあげる人がいれ

ば、人がいないからここに来たという移住者も

居り、課題が一方で強みになるのだと感じさせ

られた地域懇談会であった。高齢化による担い

手不足で地域活動の現状維持すら難しい地域が

多くある中で、今後は横の繋がりだけなく多世

代の繋がりづくりができる場・活動が必要にな

ってくると感じた。              

 

              

【②５年後のビジョン】 

 I ターンや U ターンの人を増やせる魅力ある地

域にしたいと考える人が多かった。そのために

SNS 等を活用した積極的な情報発信や移住促進

だけでなく福富町の応援団を増やす活動を行っ

ていきたいという意見が聞かれた。また、世代間

交流の場づくりの拡充や災害に強い地域づくり

等の意見が聞かれた                   

                       

【③地域にできること】 

 個人でできることとして、百歳体操の参加によ

る健康寿命の延伸、声掛け、見守り等が挙げられ

た。また、地域で協力してできそうなこととして

男性の集える場の創出やちょっとしたことを手

助けしてくれるおたすけ隊活動、世代間交流の場

づくり等が挙げられた。また、サロンや通いの場

等の小地域活動を活性化することで希薄になり

つつあるコミュニティの再構築を目指したい。                       

【①地域の強み】 

 小さな地域であるため顔見知りが多く、昔なが

らのご近所同士の繋がりも今だに強い。道の駅・

福富ダム・カドーレ等魅力的な施設が多く、人が

集まる施設も多く存在する。          

 また、車で市街地まで 20 分程度で行けるため、

都会過ぎず田舎過ぎず住みやすい地域である。 

農業も盛んでご近所同士のお裾分けが自然にで

きる人情味のある地域である。                                               

                                               

                                               

                                                             

                       

                       

                       

 

■■福福富富圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数４４１１人人）） 
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■■豊豊栄栄圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数７７２２人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

地域の課題・気になること 

【小学校区分析コメント】 

 全地域で「地域の環境等」「高齢者問題・担い

手不足等」の意見が多く挙げられ、共通課題とし

て捉えられる。清武、安宿、能良、乃美別府地域

は地域行事の減少や交流する機会が減少してい

る現状から、地域内のつながりの維持、移住者と

の交流の機会、多世代とのコミュニケーション不

足が課題として挙げられた。吉原、清武西地域は

商店や医療機関等への移動手段に不安を感じて

いるという意見が挙がった。          

                     

【全体分析コメント】 

 全体の約半数を占めている「地域の環境等」は、

少子化、人口減少、世帯減少、空き家の増加、害

獣被害などが主な内容である。また、少子高齢化

により農業への後継者不足や地域の担い手不足な

どの課題につながっていると捉える意見もあっ

た。また、車が運転できなくなった時の移動手段

に不安を感じているという意見も挙がっている。                    

担当者考察 

 地域懇談会で「自然豊かな地域を活かして若い世

代の移住者が増え活気のある地域にしたい」という

住民の想いを強く感じた。世帯減少、少子高齢化に

より空き家問題、後継者不足、地域活動への担い手

不足などに影響がある。また、店、医療機関等が中心

部に集中していることから移動手段の課題は大き

い。現在の地域活動を継続しながら、住民同士のつ

ながりを深め、住みたい地域づくりに向け住民・行

政・専門職等の協議の場と連携は必要である。   

                      

【②５年後のビジョン】 

 「豊かな自然を活かした交流の場」「地域行事の

継続」「農業体験」「移住者との交流」など世代間

交流の機会を望む意見が挙がった。また、「困った

時に『助けて』と言える地域」「近所同士のつなが

りや見守りができる関係づくり」「人とのつなが

りが強い地域」などの意見も挙がった。その他、

「免許返納後、安心して生活できる交通システ

ム」や「様々な分野での後継者の育成」などの意

見もあった。                 

【③地域にできること】 

 自分にできることは、「健康であること」「見守

りや声かけ」「地域行事やサロン活動、通いの場の

継続と参加」など今できていることの継続の意見

が多かった。また、空き家の片付け隊、移住者と

の交流や懇談会、多世代交流など住民間同士での

取り組みが必要であるという意見も挙がった。そ

の他、企業との連携や地域の良さや魅力などの情

報を多方面に発信することが挙げられた。     

【①地域の強み】 

 「空気や水がおいしい」「四季折々の景色が良

い」「夜空がきれい」など、自然豊かな地域である

という意見が全地域で挙がっている。また、隣近

所での見守り活動や助け合い、気にかけ合いなど

昔ながらのつながりが強い地域でもある。その

他、「豊栄に住みたい」と空き家に移住される家族

がいることは地域の特徴である。        

地域（参加者）の声・思い 
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■■豊豊栄栄圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数７７２２人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                          

地域の課題・気になること 

【小学校区分析コメント】 

 全地域で「地域の環境等」「高齢者問題・担い

手不足等」の意見が多く挙げられ、共通課題とし

て捉えられる。清武、安宿、能良、乃美別府地域

は地域行事の減少や交流する機会が減少してい

る現状から、地域内のつながりの維持、移住者と

の交流の機会、多世代とのコミュニケーション不

足が課題として挙げられた。吉原、清武西地域は

商店や医療機関等への移動手段に不安を感じて

いるという意見が挙がった。          

                     

【全体分析コメント】 

 全体の約半数を占めている「地域の環境等」は、

少子化、人口減少、世帯減少、空き家の増加、害

獣被害などが主な内容である。また、少子高齢化

により農業への後継者不足や地域の担い手不足な

どの課題につながっていると捉える意見もあっ

た。また、車が運転できなくなった時の移動手段

に不安を感じているという意見も挙がっている。                    

担当者考察 

 地域懇談会で「自然豊かな地域を活かして若い世

代の移住者が増え活気のある地域にしたい」という

住民の想いを強く感じた。世帯減少、少子高齢化に

より空き家問題、後継者不足、地域活動への担い手

不足などに影響がある。また、店、医療機関等が中心

部に集中していることから移動手段の課題は大き

い。現在の地域活動を継続しながら、住民同士のつ

ながりを深め、住みたい地域づくりに向け住民・行

政・専門職等の協議の場と連携は必要である。   

                      

【②５年後のビジョン】 

 「豊かな自然を活かした交流の場」「地域行事の

継続」「農業体験」「移住者との交流」など世代間

交流の機会を望む意見が挙がった。また、「困った

時に『助けて』と言える地域」「近所同士のつなが

りや見守りができる関係づくり」「人とのつなが

りが強い地域」などの意見も挙がった。その他、

「免許返納後、安心して生活できる交通システ

ム」や「様々な分野での後継者の育成」などの意

見もあった。                 

【③地域にできること】 

 自分にできることは、「健康であること」「見守

りや声かけ」「地域行事やサロン活動、通いの場の

継続と参加」など今できていることの継続の意見

が多かった。また、空き家の片付け隊、移住者と

の交流や懇談会、多世代交流など住民間同士での

取り組みが必要であるという意見も挙がった。そ

の他、企業との連携や地域の良さや魅力などの情

報を多方面に発信することが挙げられた。     

【①地域の強み】 

 「空気や水がおいしい」「四季折々の景色が良

い」「夜空がきれい」など、自然豊かな地域である

という意見が全地域で挙がっている。また、隣近

所での見守り活動や助け合い、気にかけ合いなど

昔ながらのつながりが強い地域でもある。その

他、「豊栄に住みたい」と空き家に移住される家族

がいることは地域の特徴である。        

地域（参加者）の声・思い 
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■■河河内内圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数４４７７人人）） 

  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

地域の課題・気になること 

【小学校区分析コメント】 

 河内、河戸、入野では、交流やつながりの見直

しについて挙がっている。宇山については地域

環境の悪さによる高齢者の移動の確保が課題と

なっている。小田は、高齢化や地域環境、交流つ

ながり、移動手段等の様々な課題に分かれてい

る。戸野は高齢化により農業を始めとする組織

の担い手の確保が課題となっており、この課題

については、どこの地域も抱えていることでも

ある。                   

【全体分析コメント】 

 少子高齢化に伴い、担い手不足や移動手段の確

保、様々な行事での子どもや若者との交流が難し

く内容等の検討が必要となっている。またコロナ

禍により、地域サロンや地域行事、地区社協活動

である見守り活動、配食等の福祉活動、災害時の

避難等にも影響があり、交流やつながり、助け合

いの取り組みも難しくなっている状態である。 

担当者考察 

 河内は中山間地域であり家と家が離れ勾配が

ある為、高齢により移動が難しく何事にも参加

しにくいという課題がある。また、少子高齢化

により、イベント等を開催しても、子どもや若

者、男性の参加が少なく、若者との世代交代が

できにくい状況にあると思われる。また、コロ

ナ禍により、地域サロンや地域行事が中止とな

り、つながりを大切にすべく見守りや助け合い

の組織化が必要とされていると感じた。    

                                                                                           

                      

【②５年後のビジョン】 

 つながりの希薄化に歯止めをかける為、見守り 

活動の情報共有を図りながら、組織化への取り組 

みと活動の可視化をすること。子供や男性、移住 

者との交流の機会を図り、次世代の担い手を確保 

すること。地域行事への参加を促すための送迎や

デマンドタクシーの活用。農業法人の経営の充実

を図ることや、道の駅や喫茶店等を開設すること

により、就労の場や買い物、交流の場等を確保。

地域活動の情報発信等の意見が挙がった。    

【③地域にできること】 

 地域サロンや地域行事の在り方、移動手段の確

保、ゴミステーションの配置、見守り活動の充実、

個人情報の開示等について、小地域での意見交換

の場を設置し、今後の取り組みについての協議を

深めていくことや、インスタ等の SNS を活用し、

河内のおいしい野菜やイベント、日頃の活動等を

情報発信すること等の意見が挙がった。     

【①地域の強み】 

 地域サロンは、各地区にあり、毎日型や週 1 回

のサロンがある。見守りも、民生委員を中心に見

守りサポーター、住民自治組織、ボランティア等

多岐にわたり、それぞれの地域で住民主体の活動

が行われている。また、緊急連絡網の整備や避難

訓練等により、災害時に支援する人を決めて、当

人同士の連絡先交換等つながりを心掛けている。 

 

地域（参加者）の声・思い 
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■■河河内内圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数４４７７人人）） 

  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

地域の課題・気になること 

【小学校区分析コメント】 
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環境の悪さによる高齢者の移動の確保が課題と

なっている。小田は、高齢化や地域環境、交流つ

ながり、移動手段等の様々な課題に分かれてい

る。戸野は高齢化により農業を始めとする組織

の担い手の確保が課題となっており、この課題

については、どこの地域も抱えていることでも

ある。                   

【全体分析コメント】 

 少子高齢化に伴い、担い手不足や移動手段の確

保、様々な行事での子どもや若者との交流が難し

く内容等の検討が必要となっている。またコロナ

禍により、地域サロンや地域行事、地区社協活動

である見守り活動、配食等の福祉活動、災害時の

避難等にも影響があり、交流やつながり、助け合

いの取り組みも難しくなっている状態である。 

担当者考察 

 河内は中山間地域であり家と家が離れ勾配が

ある為、高齢により移動が難しく何事にも参加

しにくいという課題がある。また、少子高齢化

により、イベント等を開催しても、子どもや若

者、男性の参加が少なく、若者との世代交代が

できにくい状況にあると思われる。また、コロ

ナ禍により、地域サロンや地域行事が中止とな

り、つながりを大切にすべく見守りや助け合い

の組織化が必要とされていると感じた。    

                                                                                           

                      

【②５年後のビジョン】 

 つながりの希薄化に歯止めをかける為、見守り 

活動の情報共有を図りながら、組織化への取り組 

みと活動の可視化をすること。子供や男性、移住 

者との交流の機会を図り、次世代の担い手を確保 

すること。地域行事への参加を促すための送迎や

デマンドタクシーの活用。農業法人の経営の充実

を図ることや、道の駅や喫茶店等を開設すること

により、就労の場や買い物、交流の場等を確保。

地域活動の情報発信等の意見が挙がった。    

【③地域にできること】 

 地域サロンや地域行事の在り方、移動手段の確

保、ゴミステーションの配置、見守り活動の充実、

個人情報の開示等について、小地域での意見交換

の場を設置し、今後の取り組みについての協議を

深めていくことや、インスタ等の SNS を活用し、

河内のおいしい野菜やイベント、日頃の活動等を

情報発信すること等の意見が挙がった。     

【①地域の強み】 

 地域サロンは、各地区にあり、毎日型や週 1 回

のサロンがある。見守りも、民生委員を中心に見

守りサポーター、住民自治組織、ボランティア等

多岐にわたり、それぞれの地域で住民主体の活動

が行われている。また、緊急連絡網の整備や避難

訓練等により、災害時に支援する人を決めて、当

人同士の連絡先交換等つながりを心掛けている。 

 

地域（参加者）の声・思い 
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■■安安芸芸津津圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数７７１１人人）） 

  
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

担当者考察 

 自分でできることや協力してほしいことについて

多くの意見が出されるなど、どの地区においても住民

の地域への誇りや愛着が強く感じられた。一方で、少

子高齢化の深刻化により住民相互の関係性の希薄化

が進展する懸念もある中で、向こう三軒両隣のような

住民にとって最も身近に感じる小地域において、地域

の生活課題や個別課題の解決に向けて住民が主体的

に話し合える拠点（協議の場）づくりや、行政・各分

野の専門職が協働して課題解決に関わっていく仕組

みづくりが非常に重要であると実感した。 

 

【①地域の強み】 

 「地域の団結力がある」「転入者に対しても温か

い」「住民同士の仲が良い」など人と人のつながり

に関する意見、「温暖で自然が豊かである」「景色

がすばらしい」など自然環境に関する意見、「じゃ

がいもや柑橘がおいしい」など地元の特産品に関

する意見、また「伝統行事やまつりが多い」「集い

の場や話し合いの場がある」など交流に関する意

見が多く上がった。                                                                                         

                                               

                                               

                       

                       

                       

 

地域の課題・気になること 地域（参加者）の声・思い 

【全体分析コメント】 

 「人口減少」「耕作放棄地の増加」「空き家の増

加」「商店等の不足」「自然災害が多い」など『地

域の環境等』に関する課題が一番多かった。次い

で「高齢化」や「活動の担い手不足」「移動手段」

などの課題が多く、急速に進行している少子高齢                      

化や人口減少の影響が大きく関係していること

が伺える。 

 

【小学校区分析コメント】 

 大芝、大田など周辺地域で、『地域の環境等』の

課題や「移動手段」などの課題が特に多かった。

また、「人と人のつながりの強さ」がどの地域でも

挙げられていたものの、風早、小松原では、「あま

り近所付き合いがない」など課題と思われている

意見も多くあり、『交流やつながり』の状況に地域

差が見られた。                      

                      

                      

【➁５年後のビジョン】 

 「お互いに助け合える地域づくり」「さまざまな

人が活躍できる拠点ができたらよい」など、『交流

やつながり』『居場所、集う場所』の充実に関する

意見がどの地域でも多くあった。その他、「いつま

でも元気で暮らしたい」といった健康に関する意

見、「若者の定住・人口増加」を期待する意見、「交

通手段の充実」を希望する意見もあった。                                                

 

                                               

【③地域の取り組み】 

 自分でできることは、「見守り」「ゴミ出しや草

刈りなどの助け合い」「環境保全のための清掃活

動」「次世代へ地域の伝統文化を継承する」「若者

の定住・流入を促すための地域の魅力発信」など

の意見があった。協力してほしいことは、「フレイ

ル予防や健康寿命を延ばすための指導」「何でも

相談できる窓口の設置」「地域活動のきっかけづ

くり」「空き家の有効活用」「交通手段の充実」「耕

作放棄地の整備」「早期の災害復興」などの意見が

あった。                                              
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■■安安芸芸津津圏圏域域懇懇談談会会結結果果（（延延べべ参参加加人人数数７７１１人人）） 
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地域の課題・気になること 地域（参加者）の声・思い 
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【小学校区分析コメント】 

 大芝、大田など周辺地域で、『地域の環境等』の

課題や「移動手段」などの課題が特に多かった。

また、「人と人のつながりの強さ」がどの地域でも

挙げられていたものの、風早、小松原では、「あま

り近所付き合いがない」など課題と思われている
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第４次地域福祉活動計画 
策定委員会 
（開催期間 Ｒ３．７～Ｒ４．１） 



74

第４次東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会 委員メッセージ №1（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定委員会委員長 

松浦 義弘 

東広島市社会福祉協議会 

理事 

『住みよいまち』 

誰もが、住み慣れた市内どこの地域に暮ら

しても、世代を超えて、人と人とのつながりを

大切に、生きがいを共に充実させながら、安

心して生活できる環境づくりを目指しま

しょう。 

 

策定委員会副委員長 

内山 和美 

 

会長 

地域懇談会では、地域の様々な状況や課

題について幅広い年齢層の人達から意見を

聞くことができました。委員会では、委員さん

の地域への熱い思いが伝わってくる会でし

た。ご協力いただいた全ての方に感謝申し

上げます。ありがとうございます。一歩ずつ着

実に、前へ進めていきましょう。 

策定委員 

下前田 守 

東広島市社会福祉協議会 

評議員 

委員会では様々な立場の方々と意見交換

ができ、とても良い経験になりました。今回の

地域福祉活動計画は多様な地域を抱える東

広島市において各地域の特色にあった福祉

活動を進める上で、社会福祉協議会が重要

な役割を担うものになると思います。 

 

 

 

 

 

 

策定委員 

桒原 征男 

東広島市民生委員児童委員協議会 

会長 

今後の実施計画に当たり、各地域の状況や

課題を明確に踏まえ地区社協をはじめ様々

な関係組織機関と連携して、年度ごとに誰が

何をどうするのかについて手段や方法を明

確 化 し 、 計 画 （ Plan ） 実 施 （ Do ） 評 価

（Check）改善実施（Act）の PDCA サイク

ルで普段の支え合い関わり合いを強める。 

 

 
 

 

 

 

 

策定委員 

岡 由美 

 

副理事 

東広島を深堀りし、問題点を話し合い提案

していく「地域が元気になる種」を作る作業

に参加している感覚で毎回ワクワクしていま

す。また、社協のフットワークの軽さ、疑問や

問題点への対応の早さには「本気で取り組

む姿勢」を学ばせてもらっています。 

 

策定委員 

髙村 真由 

学生ボランティア団体 つぶ 

代表 

大学生活での活動で得た気付きや想いを

共有させて頂き、ありがとうございました。ま

た、地域の皆さんから様々な声を直接聞くこ

とが出来て、ひとりの住民・社協職員を目指

す学生として、とても嬉しかったです。今後

も、東広島市社協を応援しています！ 
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第４次東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会 委員メッセージ №2（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定委員 

井藤 大作 

おうぎの里 生活相談員  

これからの地域づくりはその地域に関わる

自分たちでリビルトしていく。その現場には地

域住民の方々と地域にある企業や団体も加

わり、少しづつシビックプライドを育んでい

く。そんな東広島になっていけると確信してい

ます。 

 

策定委員 

岡田 陽子 

医療関係団体 井野口病院 

 

策定委員会では、自分達の暮らす地域をも

っと良くしたいと考え行動されている方々と、

共に考える機会を頂きました。悩みを抱えた

方が孤立しないよう、気軽に相談し合える地

域の関係づくりがこれからも続いていけるよ

う、私なりに考え行動していきたいと思いま

す。 

策定委員 

寺尾 憲子 

住民自治協議会 

福祉部会 会長 

委員の皆さんの地域への熱い思いと社協の

力強いバックアップを感じますとともに、改め

て地域での課題を再認識することができまし

た。地域の方々の力と社協からの助言に感謝

しつつ、「地域がひとつの家族のように」との

思いで日々活動をしていきたいと思います。 

 

策定委員 

角谷 勉 

住民自治協議会 事務局長 

 

住みやすい地域にと寄合や会合を持つ。情

報化社会は多様な価値観を作り、それを認

め合う社会へとも変える。ひとりひとりが集う

コミュニティ。支え合うはひとりひとりの価値

観の力合わせと再認識した。この委員会に

参加できたことに感謝。つぎは行動。 

 

策定委員 

讃岐 尚芳 

地区社会福祉協議会 会長 

 

策定にかかわる諸活動を通して、「おたが

いさま」の気持ちをもち、人と人とが、組織と

組織とがつながる仕組みづくりを進めていく

ことが大切であると改めて学ばせていただき

ました。今後も地域住民が安全・安心に暮ら

せる町づくりを推進してまいります。 

 

策定委員 

増田 四郎 

地区社会福祉協議会 会長 

 

誰もが住みやすい安心して暮らせる地域を

つくっていくためには、困りごとが見え、心配

ごとが聞こえる程度の地域で、要となる人や

地域内の団体や住民がお互い様の気持ちで

支え合い助け合っていく仕組みをつくり持続

させていくことが必要だと思う。 
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策定委員 

門井 孝司 

地域サロン 世話人 

 

他地域の策定委員の方々とのワークショッ

プに参加でき、他地域の福祉の実例を通し、

その考え方について共感でき、大変勉強に

なりました。なにより自身の思いが整理でき

たことが大きな収穫でした。今後も社協のリ

ーダーシップに期待します。 

 

策定委員 

吉田 清志 

地域サロン 世話人 

 

課題解決や将来像が見えてこない？「三人

寄れば文殊の知恵」だけではなく、『異年齢

異職種三人寄れば文殊の知恵』かな！学生

ボランティアやＮＰＯ・青年会議所・医療関係

団体等の知恵もいただき、課題解決や将来

像をめざしたい！ 

 

策定委員 

平本 千恵 

子育てサロン 代表 

 

策定委員会へ参加して、これからの周辺地

域について考えるきっかけとなりました。私の

小さな意見も皆で協議してくださり、色々な

業種の方の意見が聞ける貴重な場でした。 

感染対策で難しいことも多いですが、今後

とも思いを言葉にできる場所を作ってほしい

です。 

策定委員 

木村 有壯 

東広島青年会議所 

理事長 

社協に今後期待する事として、高齢者に向

けての事業や福祉情報の発信など多々あり

ますが、日常生活上の支援、経済的に困窮し

ている方への支援など生活課題に対応する

新たな生活支援サービス等が展開される働

きかけが実施していける活動を期待したいと

思います。 

策定委員 

木村 一子 

当事者団体 

今まで子育て、介護等を通してどれだけ多

くの仲間や関係機関に支えられてきたことか。

その度に、笑顔、「こんにちは」、「ありがと

う」の大切さを痛感した。これからも、今自分

にできる事を見つけ出して一歩前に踏み出し、

新たな人の輪に繋がっていきたい。 

 

策定委員 

吉岡 志保 

東広島市健康福祉部 

地域共生推進課 参事 

本市が地域共生社会の実現を目指すうえ

で、社会福祉協議会は欠かせない存在とな

っています。今後も地域懇談会が継続的に

開催され、市民の身近な地域でのつながり

づくり、集える場づくりが推進されていくよう、

共に取り組んでまいります。 
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策定委員 

福永 崇志 

東広島市教育委員会 

生涯学習部 生涯学習課 課長補佐 

地域の多様な人たちが相互に理解し合い、

共生できる環境をつくっていく上で、福祉教

育・地域共生学習は極めて重要な役割を果

たすことが期待されております。 

共に学び合うことで相互のつながりを形成

し、よりよい地域社会を創っていく計画とな

ることを願っております。 

 

 

 

 

 

 

策定委員 

石原 さやか 

東広島市社会福祉協議会 

常務理事兼事務局長 

「このまちで私らしく生きるために 地域共

生のまちづくり」平成１８年策定の東広島市

障害者計画のキャッチフレーズです。 

社協地域福祉活動計画にも同じ思いを込

めました。策定に携わっていただいた皆様に

心から感謝します。一緒に地域共生のまちづ

くりに取り組んでいきましょう。 

Ｏｎｅ for All !  All for One ! 

 

 

 

 

 

 

 

アドバイザー 

井岡 仁志 

広島県社会福祉協議会 

地域共生社会推進室 

専門相談員  

住民等関係者が話し合い、住民が主役で、

みんなの知恵と力を結集して創る「ふ・く・し

（ふだんのくらしのしあわせ）」。その指針と

なるのが、この地域福祉活動計画です。計画

はつくってからがスタートです。多様性を認

め合い、誰も孤立しない東広島市を皆さん

の手で実現されることを期待しています。 

 

アドバイザー 

松井 寛泰 

広島県社会福祉協議会 

地域福祉課 主任 

 

第４次計画は、策定委員会や地域懇談会

など、立場の異なる多様な人が出会い、話し

合いながら、皆さんの声をもとにまとめられ

ました。今後も、新たな出会いと話し合いの

場を大切に、県社協も市社協、地域住民の

皆さんとともに、計画の実現に向けて取り組

みをすすめていきたいと思います。 
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計画策定過程 

年月日 策定過程 

令和３年４月１４日 第１回作業部会開催 

令和３年５月１１日 第２回作業部会開催 

令和３年６月１５日 職員研修『第４次東広島市社協地域福祉活動計画について』 

令和３年７月～１２月 市内４８小学校区５２ヶ所で地域懇談会を開催 

令和３年７月１５日 第３回作業部会開催 

令和３年７月２１日 第１回策定委員会開催 

令和３年８月１９日 第５回地域福祉担当者会議 

令和３年９月１０日 第６回地域福祉担当者会議 

令和３年９月１３日 作業部会・地域福祉担当者合同会議開催 

令和３年９月１４日 第４回作業部会開催 

令和３年１０月７日 第２回策定委員会開催 

令和３年１０月８日 第７回地域福祉担当者会議 

令和３年１０月１２日 作業部会・地域福祉担当者合同会議開催 

令和３年１１月１日 第３回策定委員会開催 

令和３年１１月１１日 作業部会・地域福祉担当者合同会議開催 

令和３年１１月１２日 第８回地域福祉担当者会議 

令和３年１１月３０日 第４回策定委員会開催 

令和３年１２月１０日 第９回地域福祉担当者会議 

令和３年１２月２２日 作業部会地域福祉担当者合同会議開催 

令和４年１月１４日 第１０回地域福祉担当者会議 

令和４年１月２５日 第５回策定委員会開催 
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東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会設置要綱  
 

（目的） 

第１条 東広島市社会福祉協議会（以下「協議会」という。）が、社会福祉法（昭和 26 年法律

第 45 号）に規定する地域福祉を推進するために地域福祉活動計画を策定することを目的と

して、東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画を策定する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、20 名以内で構成し、協議会会長 

が委嘱する。 

（１） 協議会の理事及び評議員 

（２） 民生委員児童委員の代表者 

（３） ＮＰＯ法人・ボランティア団体の代表者 

（４） 医療・保健・福祉の関係者 

（５） 地域住民代表者 

（住民自治協議会、地区社会福祉協議会、地域サロンの関係者） 

（６） 企業・商工団体の関係者 

（７） 当事者団体の関係者 

（８） 関係行政機関の職員 

（９） 協議会職員 

（10） 学識経験者 

（11） その他会長が必要と認める者 

 

２ 委員会には委員長及び副委員長各 1 名を置き、委員長、副委員長は委員の互選により選

出する。 

３ 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第2 条の所掌事項を完了するまでとする。 

２ 委員に欠員が生じたことにより、補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会設置要綱  
 

（目的） 

第１条 東広島市社会福祉協議会（以下「協議会」という。）が、社会福祉法（昭和 26 年法律

第 45 号）に規定する地域福祉を推進するために地域福祉活動計画を策定することを目的と

して、東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画を策定する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、20 名以内で構成し、協議会会長 

が委嘱する。 

（１） 協議会の理事及び評議員 

（２） 民生委員児童委員の代表者 

（３） ＮＰＯ法人・ボランティア団体の代表者 

（４） 医療・保健・福祉の関係者 

（５） 地域住民代表者 

（住民自治協議会、地区社会福祉協議会、地域サロンの関係者） 

（６） 企業・商工団体の関係者 

（７） 当事者団体の関係者 

（８） 関係行政機関の職員 

（９） 協議会職員 

（10） 学識経験者 

（11） その他会長が必要と認める者 

 

２ 委員会には委員長及び副委員長各 1 名を置き、委員長、副委員長は委員の互選により選

出する。 

３ 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第2 条の所掌事項を完了するまでとする。 

２ 委員に欠員が生じたことにより、補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。但し、この要

綱の施行後最初に招集される委員会は、協議会会長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する 

ところによる。 

４ 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

 

（作業部会） 

第６条 委員会は、第２条に規定する所掌事項に関する調査及び検討を行わせるため、協議

会職員で構成する作業部会を置くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、協議会事務局（地域福祉課）において処理する。 

 

（費用弁償） 

第８条 委員には報酬及び費用弁償を支給する。 

２ 費用弁償の額及び支給方法については、協議会役員等の報酬等に関する規程によるもの

とする。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるほかの必要な事項は、協議会会長が別に定める。 

 

附則 

 この要綱は、令和3 年4 月1 日から施行する。 
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第４次東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会 委員名簿 

【任期：令和３年５月１日から令和４年３月３１日まで】 

 

№ 区分 所属機関 氏名（敬称略） 

1 協議会の理事及

び評議員 

東広島市社会福祉協議会 理事 ◎ 松 浦  義 弘 

2 東広島市社会福祉協議会 評議員 下 前 田  守 

3 
民生委員児童委
員の代表者 東広島市民生委員児童委員協議会 会長 桒 原  征 男 

4 
ＮＰＯ法人・ボラ

ンティア団体の

代表者 

東広島ボランティア連絡協議会 会長 〇 内 山  和 美 

5 ＮＰＯ法人子育てネットゆめもくば 副理事 岡   由 美  

6 広島国際大学 ボランティア部 つぶ 代表 髙 村  真 由 

7 医療・保健・福祉

の関係者 

東広島市社会福祉施設連絡協議会 おうぎの里 生活相談員  井 藤  大 作 

8 井野口病院 岡 田  陽 子 

9 

地域住民代表者 

三ツ城住民自治協議会 西条中央支部 福祉部会 会長 寺 尾  憲 子 

10 吉川住民自治協議会 事務局長 角 谷   勉  

11 別府地区社会福祉協議会 会長 讃 岐  尚 芳 

12 高美が丘地区社会福祉協議会 会長 増 田  四 郎 

13 上神サロン 世話人 門 井  孝 司 

14 下の谷サロン 世話人 吉 田  清 志 

15 にこにこベビーサークル  平 本  千 恵 

16 
企業・商工団体
の関係者 一般社団法人 東広島青年会議所 理事長 木 村  有 壯 

17 
当事者団体の関
係者 東広島市心身障害児者父母の会 木 村  一 子 

18 関係行政機関の

職員 

東広島市健康福祉部 地域共生推進課 参事 吉 岡  志 保 

19 東広島市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 課長補佐 福 永  崇 志 

20 協議会職員 東広島市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 石原 さやか 

 アドバイザー 
広島県社会福祉協議会 地域共生社会推進室 専門相談員 井 岡  仁 志 

広島県社会福祉協議会 地域福祉課 主任 松 井  寛 泰 

◎ 委員長  〇副委員長 
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第４次東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会 委員名簿 

【任期：令和３年５月１日から令和４年３月３１日まで】 

 

№ 区分 所属機関 氏名（敬称略） 

1 協議会の理事及

び評議員 

東広島市社会福祉協議会 理事 ◎ 松 浦  義 弘 

2 東広島市社会福祉協議会 評議員 下 前 田  守 

3 
民生委員児童委
員の代表者 東広島市民生委員児童委員協議会 会長 桒 原  征 男 

4 
ＮＰＯ法人・ボラ

ンティア団体の

代表者 

東広島ボランティア連絡協議会 会長 〇 内 山  和 美 

5 ＮＰＯ法人子育てネットゆめもくば 副理事 岡   由 美  

6 広島国際大学 ボランティア部 つぶ 代表 髙 村  真 由 

7 医療・保健・福祉

の関係者 

東広島市社会福祉施設連絡協議会 おうぎの里 生活相談員  井 藤  大 作 

8 井野口病院 岡 田  陽 子 

9 

地域住民代表者 

三ツ城住民自治協議会 西条中央支部 福祉部会 会長 寺 尾  憲 子 

10 吉川住民自治協議会 事務局長 角 谷   勉  

11 別府地区社会福祉協議会 会長 讃 岐  尚 芳 

12 高美が丘地区社会福祉協議会 会長 増 田  四 郎 

13 上神サロン 世話人 門 井  孝 司 

14 下の谷サロン 世話人 吉 田  清 志 

15 にこにこベビーサークル  平 本  千 恵 

16 
企業・商工団体
の関係者 一般社団法人 東広島青年会議所 理事長 木 村  有 壯 

17 
当事者団体の関
係者 東広島市心身障害児者父母の会 木 村  一 子 

18 関係行政機関の

職員 

東広島市健康福祉部 地域共生推進課 参事 吉 岡  志 保 

19 東広島市教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 課長補佐 福 永  崇 志 

20 協議会職員 東広島市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 石原 さやか 

 アドバイザー 
広島県社会福祉協議会 地域共生社会推進室 専門相談員 井 岡  仁 志 

広島県社会福祉協議会 地域福祉課 主任 松 井  寛 泰 

◎ 委員長  〇副委員長 

第４次東広島市社会福祉協議会地域福祉活動計画作業部会 部会員名簿 

№ 所 属 役 職 氏 名 役 割 

1 総 務 課 課長補佐 山 原  丈 佳 組織や中期経営計画との調整 

2 企画福祉課  課 長 髙 橋  智 宏 福祉教育・ボランティアセンター 

3 在宅福祉課  課 長 丸 川  謙 二 事業所との調整 

4 黒 瀬 支 所 支 所 長 四 通 田  仁 支所の調整・とりまとめ 

5 福 富 支 所 支 所 長 半 川  朋 斎 支所の調整・とりまとめ 

6 豊 栄 支 所 支 所 長 延 藤   宏 支所の調整・とりまとめ 

7 河 内 支 所 支 所 長 池 迫  雪 美 支所の調整・とりまとめ 

8 安芸津支所  支 所 長 増 田  泰 二 支所の調整・とりまとめ 

9 地域福祉課  課 長 邑 岡  徹 哉 地域福祉活動計画策定全般 

10 地域福祉課 課長補佐 岡 村  智 行 地域福祉計画との調整 

11 地域福祉課 係 長 鈴 木  満 由 子 地域福祉活動計画策定補助 

12 地域福祉課 主任主事 豊 島  邦 優 係長補助 

地域福祉担当者名簿 

№ 所 属 役 職 氏 名 担当地域 

1 地域福祉課 主 任 主 事 豊 島  邦 優 西 条 北 圏 域 

2 地域福祉課 主 事 前 田  あ ず さ 西 条 南 圏 域 

3 地域福祉課 主 事 中 東  亮 八 本 松 圏 域 

4 地域福祉課 主 任 主 事 尾 崎  妙 華 志 和 圏 域 

5 地域福祉課 主 任 主 事 山 本  公 仁 子 高 屋 圏 域 

6 黒 瀬 支 所 地域ケア係長 伊 藤  美 和 黒 瀬 圏 域 

7 福富支所 主 事 兼 森  瞬 福 富 圏 域 

8 豊栄支所 支所長補佐 山 崎  美 和 豊 栄 圏 域 

9 河内支所 支所長補佐 田 原  辰 生 河 内 圏 域 

10 安芸津支所 主 任 羽 良  玄 喜 安 芸 津 圏 域 
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◆関係法令◆ 
 

社社会会福福祉祉法法（（昭昭和和２２６６年年法法律律第第４４５５号号））  

（（目目的的））  

第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を

定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の

保護及び地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、

社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健

全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。 

  

（（地地域域福福祉祉のの推推進進））  

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加

し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を

行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする

地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その

他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努

めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住

民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態と

なることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止を

いう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする

地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日

常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課

題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を

行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう

特に留意するものとする。 

  

（（包包括括的的なな支支援援体体制制のの整整備備））  

第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめ

とする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を

通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力
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◆関係法令◆ 
 

社社会会福福祉祉法法（（昭昭和和２２６６年年法法律律第第４４５５号号））  

（（目目的的））  

第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を

定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の

保護及び地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、

社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健

全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。 

  

（（地地域域福福祉祉のの推推進進））  

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加

し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を

行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする

地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その

他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努

めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住

民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態と

なることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止を

いう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする

地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日

常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課

題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を

行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう

特に留意するものとする。 

  

（（包包括括的的なな支支援援体体制制のの整整備備））  

第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめ

とする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を

通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力

が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を

整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、

地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する

研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整

備に関する施策 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を

求めることができる体制の整備に関する施策 

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事

業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の

有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整

備に関する施策 

２ 厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする

前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針

を公表するものとする。 

 

 

（（重重層層的的支支援援体体制制整整備備事事業業））  

第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備す

るため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、

重層的支援体制整備事業を行うことができる。 

２ 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び

他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱

える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉

の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。 

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包

括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係

機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発

見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げ

る全ての事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業 
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ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条

第一項第三号に掲げる事業 

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業 

ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業 

二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難

を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活

動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のた

めに必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業 

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会

を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制

の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定め

る援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働

大臣が定めるもの 

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業 

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七

条第一項第九号に掲げる事業 

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業 

四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地

域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可

能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定め

る便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業 

五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその

世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域

生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を

一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業 

六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、

当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事

項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令

で定めるものを行う事業 

３ 市町村は、重層的支援体制整備事業（前項に規定する重層的支援体制整備事業

をいう。以下同じ。）を実施するに当たつては、母子保健法第二十二条第二項に規
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ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条
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の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定め

る援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 
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ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七

条第一項第九号に掲げる事業 

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業 

四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地

域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可

能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定め

る便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業 

五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその

世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域

生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を

一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業 

六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、

当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事

項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令

で定めるものを行う事業 

３ 市町村は、重層的支援体制整備事業（前項に規定する重層的支援体制整備事業

をいう。以下同じ。）を実施するに当たつては、母子保健法第二十二条第二項に規

定する母子健康包括支援センター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規

定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮

者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相

互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置

を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以

外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者で

あつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

 

（（市市町町村村地地域域福福祉祉計計画画））  

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に

定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、

共通して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する

事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努める

ものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び

評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計

画を変更するものとする。 

 

（（市市町町村村社社会会福福祉祉協協議議会会及及びび地地区区社社会会福福祉祉協協議議会会））  

第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の

区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的
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とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者

及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域

内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を

経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内におけ

る社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るた

めに必要な事業 

２ 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区（地方自治法第二百五十二条の二十

に規定する区及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。）の

区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ること

を目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営

する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社

会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

３ 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号

に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び

事業の調整の事業を行うものとする。 

４ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施するこ

とにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げ

る事業を実施することができる。 

５ 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員と

なることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。 

６ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業

を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、

正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 
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とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者

及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域

内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を

経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内におけ

る社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るた

めに必要な事業 

２ 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区（地方自治法第二百五十二条の二十

に規定する区及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。）の

区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ること

を目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営

する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社

会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

３ 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号

に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び

事業の調整の事業を行うものとする。 

４ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施するこ

とにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げ

る事業を実施することができる。 

５ 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員と

なることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。 

６ 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業

を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、

正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 

 

 

【【用用語語解解説説】】

用用　　語語 解解　　説説

アセスメント
アセスメントとは、相談者の社会生活上の背景を明らかにするものです。単に相談者に関する情
報を収集するだけではなく、統合的で多面的に問題を捉えて分析、評価し、問題解決の実現性や
結果予測まで行うことが求められます。

ＩＣＴ
ICTは、Information and Communication Technology（情報通信技術）の略で、インター
ネットや携帯情報端末等のコンピューター関連の技術を総称したものです。

アウトリーチ
「支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働
きかけて情報・支援を届けるプロセス」のことを言います。

ＳＮＳ（エスエヌエス）
Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略で、登録された利用
者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのことです。

ＮＰＯ（エヌピーオー）
Non-Profit-Organization（民間非営利組織）の略で、営利を目的としておらず、様々な公益
的な活動をする団体のことをいいます。

ガバナンス
ガバナンス（governance ）とは、統治のあらゆるプロセスをいいます。政府、企業などの組織の
ほか、領土、ITシステム、権力などにも用いられる広い概念です。

権利擁護センター
東広島市社協が運営するセンターで、認知症や障害のある方々が、判断能力に不安があっても
住み慣れた地域で安心して生活できるよう、相談対応や各事業での支援を行います。各事業で
は、金銭管理、貴重品管理、福祉サービス利用支援、法人後見等を行います。

コアネットワーク会議
社協・行政・包括支援センター等の各専門部署の担当者が、定期的に地域課題を協議する場で
す。

コミュニティマッチング
日常の地域福祉活動を活かした取組みであり、地域ごとにコミュニティワーカー（地域福祉担当
者）を配置し、地域住民とともに地域の課題解決に取り組むコーディネート手法です。

ＣＡＰＤサイクル

PDCAサイクルのステップの順番を変えて、「CHECK（評価）」「ACTION（改善）」「PLAN（計
画）」「DO（実行）」の4ステップから構成されるマネジメントサイクルのことです。
CAPDサイクルは、最初に計画を必要としないので気軽に始めやすく、より素早く改善が開始で
きるようにもなります。繰り返し行うことに意味のある実践的な改善活動にCAPDは適していると
言われています。

（東広島市）社会福祉施設連絡協議会
市内の社会福祉施設が連携し、地域に開かれた施設づくりを進め、地域福祉の総合的・有機的
な発展を図ることを目的として設立され、現在48の社会福祉施設が加入しています。

社会福祉法人の公益的な取り組み

すべての社会福祉法人は、その高い公益性に鑑み、「社会福祉事業及び第26条第1項に規定す
る公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料
又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」という責務が
課されており、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、法人の自主性、創意工夫による多様な地域貢
献活動が行われています。

住民自治協議会

小学校区単位（一部、旧小学校区）を基本に、地域住民や様々な団体で構成される、地域を代
表する組織です。
市や他の多様な団体と連携し、地域の課題解決、魅力創出に取り組んでいます。市内全体で48
の住民自治協議会が設立されています。

住民主体
地域の暮らしをつくる主体は住民であるという権利主体認識のもとで、住民が主体となり地域課
題の解決を図ることを言います。

熟年大学
市内在住の60歳以上の方を対象に、いつまでも健康で明るい生活を送り、学習を通して得られ
た知識や技能等を地域活動やボランティア活動の場面で活かしていただくための学習講座で
す。社協が窓口となって運営しています。

生活支援コーディネーター
高齢者の生活支援や介護予防のため、地域の社会資源を把握し、福祉のネットワークを構築す
る等により、地域福祉活動をコーディネートする人材です。本市では、市からの受託により、市域を
担当する１名、日常生活圏域ごとに１名、合計１１名の社協職が配置されています。

生活支援センター

仕事・生活・お金・家族関係など、様々な不安や困りごとの相談に対し、生活困窮者自立支援法
に基づき、平成２７年４月１日に開設された相談窓口で、本市では、市からの受託により、社協職
員が相談対応を行っています。専門の相談支援員が困りごとを聞き、一人ひとりの状況に寄り添
いながら、自立に向けた制度の紹介やサポートを行います。

成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の
権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、法律的に支援する制度です。

地区社会福祉協議会（＝地区社協）
地域の住民同士が、自分たちが住んでいる地域の生活・福祉課題や困りごとを自分たち自身の
問題と受け止め、関係機関や専門機関等と連携・協働しながら解決に向けて協議し、「誰もが安
心して共に暮らせる福祉のまちづくり」を目指す地元住民主体の活動組織団体です。

アア行行

カカ行行

ササ行行

タタ行行
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用用　　語語 解解　　説説

地域共生社会
制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な
主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らし
と生きがい、地域をともに創っていく社会のことです。

地域サロン（＝サロン）
地域住民により運営され近隣の住民が気軽に集える地域のつながりづくりの場です。高齢者が
中心の「高齢者サロン」、子育て世代が中心の「子育てサロン」、障害者や介護者の不安や心配
ごと等を話し合いながら当事者同士の交流を深める「当事者サロン」等があります。

地域資源
自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的なものを資源として活用可能な物と捉え、人的・
人文的な資源をも含む広義の総称です。

地域共生学習
地域共生社会の実現につなげることを目的に、地域が一体となり住民参加の福祉学習を推進し
ていくことです。

中核機関
誰もが住み慣れた地域で安心して生活ができる地域共生社会の実現に向けて、権利擁護の地
域連携ネットワークの中核となる機関です。 地域連携ネットワークが、地域の権利擁護を果たす
ように主導する役割があります。

つながるＢＯＯＫ
地域住民と福祉施設や医療機関等との交流やつながりを作ることを目的に、東広島市社協が作
成した医療福祉の出前講座メニューブックです。

日常生活圏域

誰もが住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地理的条件、人口、交通事情その他
の社会的条件等を総合的に勘案して定める区域をいいます。本市では、おおむね町単位で10の
圏域が設定されています。この圏域を単位として、地区民生委員児童委員協議会が設置されて
いる他、地域包括ケアシステム構築の基礎となっています。

８０５０問題

8050（はちまる・ごうまる）問題とは、80代の親が50代の子の生活を支える問題です。
1980～90年代に「ひきこもり」だった若者が、約30年経ち40代～50代を迎え、その親も70代
～80代です。長期のひきこもりで社会から孤立したり、親の年金を頼る暮らしで生活困窮してい
ることが課題となっています。

はあとふる
東広島市子育て・障害総合支援センターの通称で、「子育て支援」と「障害者相談支援」の機能
を併せ持ち、個々の機能の連携による相乗効果をねらった複合的施設です。

ひろきふサポーター～なんでも鯉～
広島少年院、貴船原少女苑の職員と在院性で構成されるボランティア団体です。団体名称は両
施設の頭文字（「ひろ」と貴船原の「きふ」）とともに「何でも挑戦していきたい」との思いを込め
ています。「鯉」は地元のプロ野球チームを意識しています。

ＰＤＣＡサイクル
「PLAN（計画）」「DO（実行）」「CHECK（評価）」「ACTION（改善）」の頭文字をとったもの
で、仮説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念です。

ファンドレイジング
ファンドレイジング（Fundraising）とは、民間非営利団体（Non-Profit Organizations：日本
では公益法人、特定非営利活動法人、大学法人、社会福祉法人などを含む）が、活動のための
資金を個人、法人、政府などから集める行為の総称です。

プラットフォーム
地域課題の解決に向けて、地域に暮らす住民自らが積極的にかかわり、それぞれが得意とする
ネットワークや知恵を活かしながら、地域の理想の将来像を考えるための話し合いの場です。

ＨＯＴけんステーション
誰もが安心して暮らせる地域共生社会の実現に向け、令和２年６月１日に開設された相談窓口
です。複雑に絡む困りごとを包括的に受け付け、課題を整理し、課題解決に向けて専門的な機関
やサービスなど必要な支援につなぎます。

包括的な支援体制
地域住民や支援関係機関の相互の協力により、必	要な支援が必要な人に届くような体制を言い
ます。

ボランティアセンター
ボランティアセンターは、ボランティア活動の推進、支援などを目的とした機関で、県や市町村の
社会福祉協議会に設置されています。ボランティアコーディネーターがボランティア活動に関する
相談に応じています。

民生委員児童委員

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相
談に応じ、必要な援助を行う方々です。
児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての
不安や妊娠中の心配ごと等の相談・支援を行う方々で、民生委員が児童委員を兼ねています。
ただし、児童委員の一部の方で、児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名
を受けている場合もあります。

見守りサポーター
日常生活を送る中で、地域の身近な高齢者や子育て世帯、その他支援の必要な人を見守り、
「心配なこと」に気がついた場合、民生委員児童委員や相談支援機関等へ連絡します。

ヤングケアラー
通学や仕事のかたわら、障害や病気のある親や祖父母、年下の兄弟などの介護や世話をしてい
る18歳未満の子どもを指します。

ママ行行

ヤヤ行行

ナナ行行

ハハ行行
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